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＜参考＞ 

〔趣旨〕 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（令和元年法律第49

号）及び「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成13年法律第154号）

に基づき令和８年度から令和12年度の５年間の施策の基本的方針と具体的な

方策を示す標記計画を定めるものである。 

 



第二期大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画（読書バリアフリー計画）概要

１．策定の趣旨
○視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき、大阪府における基本
的な施策の方向性を示すとともに、取組を推進するための指針としての計画を策定。
○障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書を通じて文化的な豊かさを享受できる社会の実現をめざす。

２．計画の理念・役割
○視覚障がい者等の読書環境の整備を通じ、障がい者の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現をめざす。
○ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の目標達成に貢献する計画。

３．計画の対象
○視覚障がい者、発達障がい者、書籍を持つことやページをめくること、眼球使用が困難である身体障がい者。
○聴覚障がい者、知的障がい者、高齢者、外国人等、読書や図書館の利用に困難を伴う人へも配慮。

４．計画期間
○令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間
○定期的な進捗状況の把握及び評価

５．ＳＤＧｓとの関係
視覚障がい者等の読書環境を整備することにより、SDGｓの目標達成に貢献する。

第１章 はじめに（計画の策定にあたって）

１．基本方針
○視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することにより、障がいの有無にかかわらず、
すべての府民が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することをめ
ざす。
○第一期大阪府読書バリアフリー計画において定めた５つの方向性を継承し、計画を推進。

２．施策の方向性と取組内容
＜方向性1＞アクセシブルな書籍等の充実（法第９、10条）
（取組内容）
○公立図書館等におけるアクセシブルな書籍等の収集・製作の継続、製作したデータ等を国会図書館・サピ
エ図書館へ継続して提供するとともに、書籍・データ等の相互貸出を引き続き実施
○府立図書館におけるデジタルデバイスの活用の検討、無料コンテンツの紹介等

＜方向性２＞公立図書館等の人材育成・体制整備（法第９、10、11、15、17条）
（取組内容）
○公立図書館・点字図書館等の職員を対象に、支援方法や読書支援機器の使用方法を学ぶ研修を実施
○学校における教職員間の連携、地域のボランティア等協力者との連携により、学校図書館の活用を支援
○公立図書館、点字図書館における点訳者や音訳者等の養成講座の開催、
特定書籍、特定電子書籍等の製作ノウハウや基準等の情報共有
○府民への点訳・音訳資料製作過程の紹介等による、興味・関心を抱くきっかけ作り

＜方向性３＞利用しやすい施設・設備（機器）、サービスの充実（法第９、14、15条）
（取組内容）
○図書館施設のバリアフリー化、読書支援機器等の整備及び利用サービスを紹介するリーフレット等の配付
○市町村における日常生活用具給付等事業への継続支援
○読書支援機器の利用及び入手方法の案内、使用体験講習会の実施

＜方向性４＞図書館サービスに係る情報発信（法第９、10条）
（取組内容）
○利用しやすいアクセシブルなホームページの作成、アクセシブルな書籍等の体験型イベントの実施
○公立図書館、点字図書館、サピエ図書館、国会図書館の利用方法・サービス内容の周知
○医療機関や地域ボランティア、当事者団体、支援団体と連携した図書館サービスの情報発信

＜方向性５＞国、市町村との連携（法第５、９、17条）
（取組内容）
○ボランティア主体となっているアクセシブルな書籍製作状況の抜本的見直し及び障がい種別・等級等の制
約がある利用サービスの対象範囲の拡大検討について要望
○府及び府立図書館は、府内市町村における施策の推進を支援

第３章 基本方針及び施策の方向性

「施策に関する指標」を設け、これらの進捗状況を確認することで、着実な施策の推進をめざす。
（１）アクセシブルな書籍等の充実
（２）人材育成・体制整備
（３）読書環境サービスの充実
（４）図書館サービスに係る情報発信

第４章 基本的施策に関する指標

○指標等を活用しながら進捗状況を把握し、読書環境の整備を着実に推進。
○取組を着実に推進するため、市町村等の協力、公立図書館等における環境整備や施策の充実が必要。

第５章 おわりに

１．読書を取り巻く環境の変化
（１）視覚障がい者等の読書環境の変化
（２）法制度の変化と社会的対応
（３）読書手段の多様化
（４）書籍整備の課題
（５）国の「基本計画（第二期）」（令和７年３月策定）

２．大阪府の５つの方向性に基づく取組と実績
<方向性１>アクセシブルな書籍等の充実（法第９、10条関係）
○アクセシブルな書籍の収集・製作、全国的な情報共有の推進、市町村図書館等への支援と連携強化、
情報発信の強化、市場動向の調査等

<方向性２>公立図書館等の人材育成・体制整備（法第９、10、11、15、17条）
○職員向け研修の実施、学校図書館との連携強化、点訳者・音訳者の養成、
障がい当事者の雇用による支援体制の強化、情報発信の強化（再掲）

<方向性３>利用しやすい施設・設備（機器）、サービスの充実（法第９、14、15条）
○施設のバリアフリー化と機器整備、情報発信の強化（再掲）、制度の活用による支援、
読書支援機器の利用案内、イベントによる体験機会の提供

<方向性４>図書館サービスに係る情報発信（法第９、10条）
○情報発信の強化（再掲）、教育現場への周知、イベントによる体験機会の提供（再掲）、
医療従事者への周知、福祉関係機関・当事者団体への周知

<方向性５>国、市町村との連携（法第５、９、17条）
○アクセシブルな書籍の充実に向けた要望、製作体制の見直しと人材育成の支援、
図書館利用環境の整備とサービス対象の拡大、図書館現場との意見交換と情報共有、
市町村図書館との連携強化

３．課題
・アクセシブルな書籍を製作する点訳・音訳奉仕員（ボランティア）の人材確保や、安定した体制整備
・公立図書館などが提供する読書支援サービスの情報が、当事者に十分に届いていない可能性があること
・視覚障がい者等が利用しやすい電子書籍等の出版体制がいまだ十分ではない

第２章 第一期大阪府読書バリアフリー計画の振り返り（令和３年度～令和６年度）
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施策の分類 取 組 実 績（令和６年度） 目標

方向性１
第９条関係
第10条関係

アクセシブルな書籍等の
充実

書籍等の収集（所蔵数）
※点字図書、LLブック、拡大図書、
音声デイジー、デイジー図書等
※書籍等の製作（タイトル）数を含む

58,474点
（内訳）
・府立図書館:9,425点
・府立点字図書館:49,049点

令和12年度末
5,250点増

（63,724点※注）

書籍等の製作（タイトル）数
※点字図書、LLブック、拡大図書、
音声デイジー、デイジー図書等

907点
（内訳）
・府立図書館:49点
・府立点字図書館:858点

令和12年度末
4,500点

年間データ提供数
※府立図書館は国立国会図書館へ、
府立点字図書館はサピエ図書館へ

府立図書館：49件

府立点字図書館: 273ﾀｲﾄﾙ

40件/年

270タイトル/年

方向性２
第９条関係
第10条関係
第11条関係
第15条関係
第17条関係

人材育成・体制整備

図書館サービス人材育成に係る研修
会等の実施

【府立図書館】
・手話研修
（初級(23回)、中級講座(24回)・実践クラス(全12回))
・障がい者サービス研修会
（基本研修(１回)・実務研修(２回))

毎年同水準以上の
取組を継続する

点訳者等の養成講座等の実施
【府立点字図書館】
・点字奉仕員（ボランティア）中級養成講座(全24回)
・朗読奉仕員（ボランティア）中級養成講座(全24回)

方向性３
第９条関係
第14条関係
第15条関係

読書環境サービスの充実 読書環境の充実

・対面朗読サービス（1,268件）
・郵送貸出（1,820件）
・パソコン利用支援（サピエ利用支援含む）（194人）
・読書支援機器等の貸出
・レファレンスサービス

取組を継続する

方向性４
第９条関係
第10条関係

図書館サービスに係る
情報発信

読書支援サービスを周知するイベント
等の開催

・図書館見学（127人）
・図書館だより等の情報提供（年6回）
・見て・聴いて・さわって楽しむ読書の世界（イベント:1回）
・共に生きる障がい者フェスティバル（イベント:1回）

取組を継続する

第二期大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画（読書バリアフリー計画）概要

第４章 基本的施策に関する指標 ※現在、実施している取組みを継続し視覚障がい者等の読書環境の整備に努めます

２

※注：書籍等を廃棄した際は、目標所蔵数に変動が発生します。
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＊「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて 

大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民の障がい者理解を深めていくため、大阪

府が作成する文書等においてマイナスのイメージがある「害」の漢字をできるだけ用いないで、

ひらがなで表記することとしています。 

 

【取り扱いの原則】 

「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな

表記とします。 

※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。 

・法令、条例、規則、訓令等の例規文書（ただし、法令や条例・規則・訓令等に基づき定義さ

れている制度・事業・府の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等におい

て使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。） 

・団体名などの固有名詞 

・医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合 

・他の文書や法令等を引用する場合 

・その他漢字使用が適切と認められる場合 

 

＊本文中に「※（数字）」が付いている語句について 

20ページ以降の「用語集」に解説があります。 

 

この計画書には、音声コード（Uni-Voice（ユニボイス））が各ページに印刷されています。 

音声アプリで内容を表示し、音声読み上げで御案内します。 

音声案内で聞くにはユニボイスを聞くためのアプリのインストールが必要です。 

 

  

 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
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第 1章 はじめに（計画の策定にあたって） 

１．策定の趣旨 

令和元年６月 21日、議員立法により成立した「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る法律」（以下「読書バリアフリー法」という。）は、視覚障がい者等（視覚障がい、発達障

がい、肢体不自由その他の障がいにより、書籍（雑誌、新聞その他の刊行物を含む）について、

視覚による表現の認識が困難な者をいう。なお、以下「視覚障がい者等」という。）の読書環境

の整備を総合的かつ計画的に推進することにより、障がいの有無にかかわらず、すべての国民が

等しく読書を通じて、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与すること

を目的としています。 

 

この法律に基づき、国は令和２年に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な

計画（第一期）」を策定し、地方公共団体に対しても地域の実情を踏まえた計画の策定が求めら

れました。大阪府では、令和３年度から５年間を計画期間とする「大阪府視覚障がい者等の読書

環境の整備の推進に関する計画（読書バリアフリー計画）」（以下「大阪府読書バリアフリー計

画」という。）を策定し、読書環境の整備に取り組んできました。 

 

その後、社会全体で情報アクセスへの関心が高まる中、令和４年には「障害者による情報の取

得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行され、令和６年には「障害者

差別解消法の改正法」が施行され、民間事業者における合理的配慮の提供が義務化されました。

さらに、著作権法の改正により、図書館等による著作物の公衆送信や、著作権者の意思確認が困

難な場合の裁定制度の創設など、読書支援に資する制度整備も進められています。 

 

こうした社会的・制度的な変化を踏まえ、令和７年３月には国の「視覚障害者等の読書環境の

整備の推進に関する基本的な計画（第二期）」（以下「基本計画（第二期）」という。）が策定

され、第一期の成果を踏まえた内容の更新に加え、新たな指標の設定や施策の充実が図られ、進

捗管理を行いながら施策を推進することとされています。 

 

大阪府においても、第一期大阪府読書バリアフリー計画の基本的な施策の方向性を継承しつ

つ、国の基本計画（第二期）を踏まえた第二期大阪府読書バリアフリー計画を策定し、障がいの

有無にかかわらず、すべての府民が読書を通じて文化的な豊かさを享受できる社会の実現をめざ

し、取り組んでいきます。なお、本計画は、「第５次大阪府子ども読書活動推進計画」や「第５

次大阪府障がい者計画」など、関連施策との連携を図りながら、より効果的な読書環境の整備を

推進していきます。 

 

 

 
音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
 ３－７ 
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２．計画の理念・役割 

本計画は、国の計画と同様に、障がいの有無にかかわらず、すべての府民が等しく読書を通じ

て文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とし、視覚障

がい者等の読書環境の整備を通じ、障がい者の社会参加・活躍の推進と、すべての人が支え合っ

て生きるインクルーシブな社会の実現をめざしています。 

読書は、一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽のみならず、

生活するために必要な情報を得る手段であり、教育や就労を支える重要な活動です。 

しかしながら、視覚障がい者等が利用しやすい書籍等の発行数は、一般書籍と比べ依然として

少ない状況にあります。 

そのため、障がい等の有無にかかわらず、誰もが読みたい書籍に出合い、触れるための環境整

備は大変重要です。大阪府では、これまでの取組の成果を踏まえ、読書バリアフリーのさらなる

推進に向けて、継続的かつ計画的に取り組んでいきます。 

また、本計画は「誰一人取り残さない」という理念を掲げる「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」に基づき、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成にも貢献する計画とします。 

 

３．計画の対象 

本計画は、視覚障がい者（盲、弱視、盲ろう等）、読字に困難がある発達障がい者（ディスレ

クシア等）、寝たきりや上肢に障がいがある等の理由により、書籍を持つことやページをめくる

ことが難しい、あるいは眼球使用が困難である者を対象としています。 

なお、読書環境の整備にあたっては、聴覚障がい者、知的障がい者、高齢者、外国人等、さま

ざまな状況により読書や図書館の利用に困難を伴う人へも配慮します。 

 

４．計画期間 

本計画期間（第二期）は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間としま

す。策定後は、定期的に進捗状況を把握・評価しながら、必要に応じて見直しを行います。 

 

５．ＳＤＧｓとの関係 

視覚障がい者等の読書環境を整備することは、障がいのある方の社会参加と活躍の推進、共

生社会の実現に寄与するとともに、ＳＤＧｓの目標達成にも貢献します。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
 ３－８ 



 

3  

 

＜関連するゴール＞ 

４ 質の高い教育をみんなに 

10 人や国の不平等をなくそう 

16 平和と公正をすべての人に 

 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について 

平成 27（2015）年 9月の国連サミットで採択された 

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載 

された平成 28（2016）年から令和 12（2030）年まで 

の国際目標。 

持続可能な世界を実現するための 17のゴールと 169 

のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さ 

ないことが宣言されています。 

 

 

 

  

   

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
 ３－９ 
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第２章 第一期大阪府読書バリアフリー計画の振り返り 
（令和３年度～令和６年度） 

 

１．読書を取り巻く環境の変化 

令和３年度に策定された第一期大阪府読書バリアフリー計画は、障がいの有無にかかわら

ず、すべての府民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受できる社会の実現をめざ

し、読書環境の整備と支援の充実に取り組んできました。 

本計画の期間中には、ICT技術の進展や法制度の整備、社会的意識の高まりなど、読書を取り

巻く環境に大きな変化が見られました。これらの変化は、読書手段やサービスの在り方にも影

響を及ぼし、より柔軟で多様な読書環境の構築が求められるようになっています。 

本章では、第一期大阪府読書バリアフリー計画の成果と課題を整理するとともに、国の動向

や技術革新を踏まえた今後の方向性について検討します。具体的には、読書環境の変化、法制

度の整備、読書手段の多様化、アクセシブルな書籍※1の課題、国の基本計画（第二期）の内

容、そして大阪府における５つの方向性に基づく取組と実績について、順を追って振り返りま

す。 

 

（１）視覚障がい者等の読書環境の変化 

令和３年に第一期大阪府読書バリアフリー計画を策定して以降、技術の進展や社会的意識の

高まりにより、視覚障がい者等の読書環境は大きく変化しています。特にインターネットの普

及により、書籍以外にも多様な情報源へのアクセスが可能となり、個々のニーズに応じた読書

スタイルが広がっています。 

 

（２）法制度の変化と社会的対応 

法制度の面では、障がい者による情報取得や意思疎通の支援が法的に位置づけられ、民間事

業者による合理的配慮の提供も義務化されました。これにより、社会全体として情報保障への

関心が高まりを見せている。 

 

（３）読書手段の多様化 

読書手段は近年、大きく変化しています。従来は、著作権法第 37条に基づいて製作された点

字図書※2、録音図書※3、拡大図書※4等の書籍が、視覚障がい者等の読書環境を支える中心でし

た。現在は、それらに加え、市場で流通する電子書籍※5や、同法第 37条第 3項に基づいて製作

されるアクセシブルな電子書籍の普及により、より多様で柔軟な読書環境の提供が可能となっ

ています。これにより、視覚障がい者等の読書の選択肢は広がりつつあります。こうした変化

は、読書手段の可能性を広げる一方で、新たな課題も浮き彫りにしています。  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１０ 
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（４）書籍整備の課題 

こうした読書手段の拡充にもかかわらず、視覚障がい者等が利用しやすい書籍の整備は依然

として十分とは言えない状況にあります。アクセシブルな電子書籍の製作数や対応ジャンルに

は偏りがあり、利用者のニーズに応じたコンテンツの提供が追いついていないのが現状です。 

国も「視覚障害者等が利用しやすい書籍等は必ずしも十分に整備されているとは言えず、障

害の有無にかかわらず全ての国民が文字・活字文化を等しく恵沢できる状況とはなっていない。」

との認識を示しており、読書環境の充実に向けて、アクセシブルな書籍の普及促進、製作体制

の強化、情報提供の充実など、さらなる取組が求められています。 

 

（５）国の「基本計画（第二期）」（令和７年３月策定） 

令和７年３月に策定された国の基本計画（第二期）では、技術の進展や社会的変化を踏まえ

た施策が示されています。中でも、アクセシブルな電子書籍の普及及びアクセシブルな書籍の

継続的な提供が重要な柱として位置づけられており、図書館サービスの充実、端末機器の利用

支援、製作人材の育成など、読書環境のさらなる向上に向けた具体的な取組が推進されていま

す。 

 

 

２．大阪府の５つの方向性に基づく取組と実績 

第一期大阪府読書バリアフリー計画では、以下の５つの方向性に基づき、読書環境のバリア

フリー化に向けた取組を進めました。 

 

<方向性１>アクセシブルな書籍等の充実 

（読書バリアフリー法第９、10条関係） 

 障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書を楽しめる環境づくりをめざして、アクセ

シブルな書籍の充実に取り組んできました。利用者のニーズに応じた書籍等の収集・製作を継

続するとともに、国立国会図書館やサピエ図書館※6と連携し、全国的な情報共有と利用促進を

図りました。また、公立図書館や点字図書館※7、学校図書館との連携を強化し、誰もが使いや

すい図書館づくりに努めました。 

 

〇主な取組内容 

 （１）アクセシブルな書籍の収集・製作 

大阪府立図書館（以下「府立図書館」という。）、大阪府立点字図書館（以下「府立点字

図書館」という。）では、視覚障がい者等のニーズに応じて、点字図書・録音図書・拡大図

書、LLブックなどのアクセシブルな書籍を収集・製作に努めました。（参考データ：別表

１、２） 

 

 音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１１ 
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（２）全国的な情報共有の推進 

大阪府立中央図書館（以下「府立中央図書館」という。）、府立点字図書館で製作した点

訳※8・音訳※9資料のデータを国立国会図書館やサピエ図書館に提供し、全国の利用者がアク

セスできるネットワークの充実に努めました。（参考データ：別表３） 

 

（３）市町村図書館等への支援と連携強化 

府立図書館では、府内の市町村図書館や図書館が未設置の町村に対して、近隣市町村の図

書館や府立図書館との連携による図書の貸出を行っているほか、府内全 43市町村を対象に、

毎週 1回協力車を運行して資料の搬送を行っています。また、障がい者サービスに関する情

報交換会の開催や、市町村の司書を対象とした研修の実施、特別貸出用図書セットにおける

アクセシブルな書籍のセットの提供など、支援や図書館間の相互協力を通じて、読書環境の

整備と利便性の向上に努めるとともに、府域市町村図書館等との協力貸出業務担当者連絡会

を開催し、情報共有を図りました。さらに、府立中央図書館のホームページに「学校支援の

ページ」を設け、特別支援学校※10（以下「支援学校」という。）を含む学校向けに、テーマ

別・対象別の特別貸出用図書セットの提供や大阪府立高等学校図書館への協力貸出をするな

ど、学校における読書環境づくりの支援にも努めました。（参考データ：別表４） 

 

（４）情報発信の強化 

大阪府教育庁では、さまざまな読書方法や図書館サービスを紹介するリーフレットを作成

し、関係機関へ配布しました。また、点字の仕組みなどを含む情報を掲載した「さまざまな

読書の方法及び図書館情報等を紹介する」ページをホームページ上に公開し、読書バリアフ

リーへの理解促進と関心喚起に努めました。加えて、府内公立図書館で開催されるイベント

情報をホームページで紹介し、情報発信に努めました。 

 

（５）市場動向の調査等 

府立中央図書館では、電子書籍の市場動向や全国の導入状況について調査・検討を行い、

今後の施策に活かすための基礎資料を整備しました。 

 

 

<方向性２>公立図書館等の人材育成・体制整備 

（読書バリアフリー法第９、10、11、15、17条） 

障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書を楽しめる環境を整えるため、図書館職員

や点訳・音訳を担う人材の育成に取り組みました。公立図書館、学校図書館、点字図書館の連

携を強化し、利用者のニーズに応じた適切なサービス提供が可能となるよう、職員を対象とし

た研修を実施しました。 

また、点訳者・音訳者の養成を進めるとともに、さまざまな読書方法に関する情報提供を通

じて、利用者が読書への関心を高めるきっかけづくりにも努めました。 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１２ 
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〇主な取組内容 

 （１）職員向け研修の実施 

公立図書館、学校図書館、点字図書館の職員を対象に、障がい者サービスや読書支援機

器※11の操作方法に関する研修会を開催し、利用者に寄り添った応対スキルの向上を図りまし

た。（参考データ：別表５、10） 

 

（２）学校図書館との連携強化 

府立図書館では、大阪府立学校対象 協力貸出業務担当者情報交換会（以下「情報交換

会」という。）を開催し、学校図書館との連携体制の強化を図っています。 

また、府立中央図書館のホームページに「学校支援のページ」を設け、支援学校※10を含む

学校向けに、テーマ別・対象別の特別貸出用図書セットの提供や大阪府立高等学校図書館へ

の協力貸出をするなど、学校における読書環境づくりの支援にも努めました。 

（参考データ：別表６） 

 

（３）点訳者・音訳者の養成 

府立点字図書館において、点訳者・音訳者の養成講座を開催し、アクセシブルな書籍の継

続的な製作体制の確保に努めました。（参考データ：別表７） 

 

（４）障がい当事者の雇用による支援体制の強化 

府立中央図書館では、ピアサポート※12が可能な障がい当事者を非常勤職員として雇用し、

利用者支援の充実を図っています。令和３年度より 1名、令和 6年度からは 2名体制で運用

しています。 

 

（５）情報発信の強化（再掲：方向性１－主な取組内容（４）） 

大阪府教育庁では、さまざまな読書方法や図書館サービスを紹介するリーフレットを作成

し、関係機関へ配布しました。また、点字の仕組みなどを含む情報を掲載した「さまざまな

読書の方法及び図書館情報等を紹介する」ページをホームページ上に公開し、読書バリアフ

リーへの理解促進と関心喚起に努めました。加えて、府内公立図書館で開催されるイベント

情報をホームページで紹介し、情報発信に努めました。 

 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１３ 
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<方向性３>利用しやすい施設・設備（機器）、サービスの充実 

（読書バリアフリー法第９、14、15条） 

 障がいの有無にかかわらず、すべての府民が利用しやすい読書環境の整備をめざし、施設の

バリアフリー化（手すりやスロープの設置等）や、拡大読書器※13、活字文書読上げ装置などの

読書支援機器の整備を進めました。さらに、インターネットを活用した貸出申込サービスなど

の周知や、日常生活用具給付補助事業の継続的な実施にも取り組みました。また、制度の活用

と情報発信を通じて、さまざまな読書方法への理解と関心を促す取り組みを進め、ハード・ソ

フト両面から読書環境の充実を図りました。 

 

〇主な取組内容 

（１）施設のバリアフリー化と機器整備 

府立中央図書館では、「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、段差の解消や配慮され

たトイレ・エレベーターの設置、点字・ピクトグラム※14による案内表示など、施設面でのバ

リアフリー化を実施しています。また、府立中央図書館及び府立点字図書館において、対面

朗読室や拡大読書器、活字文書読上げ装置などの読書支援機器を整備し、視覚障がい者等の

利用環境の向上に努めました。 

 

 （２）情報発信の強化（再掲：方向性１－主な取組内容（４）） 

大阪府教育庁では、さまざまな読書方法や図書館サービスを紹介するリーフレットを作成

し、関係機関へ配布しました。また、点字の仕組みなどを含む情報を掲載した「さまざまな

読書の方法及び図書館情報等を紹介する」ページをホームページ上に公開し、読書バリアフ

リーへの理解促進と関心喚起に努めました。加えて、府内公立図書館で開催されるイベント

情報をホームページで紹介し、情報発信に努めました。 

 

（３）制度の活用による支援 

府内 43市町村に対し、日常生活用具給付補助事業を継続実施しており、国が費用の２分の

１以内、府が４分の１以内での補助を行っています。また、さまざまな読書方法や図書館サ

ービスを紹介するリーフレットにも、日常生活用具給付等事業に関する情報を掲載し、制度

の周知を図りました。 

 

（４）読書支援機器の利用案内 

府立図書館、学校図書館、府立点字図書館、地域の ICTサポートセンター※15等において、

アクセシブルな電子書籍等を利用するための機器の使用方法などの案内をしました。 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１４ 
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（５）イベントによる体験機会の提供 

府立中央図書館及び福祉部が開催したイベントでは、読書支援機器の体験やパソコンを活

用した図書館資料（マルチメディアデイジーや手話付き DVDなど）の利用方法の紹介及び視

覚障がい者等が実際に機器に触れ、読書環境を体験できる機会を提供しました。（参考デー

タ：別表８、９） 

 

 

<方向性４>図書館サービスに係る情報発信 

（読書バリアフリー法第９、10条） 

障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書支援サービスを円滑に利用できるよう、府

立図書館・府立点字図書館・サピエ図書館などが提供するサービスの内容や利用方法につい

て、リーフレットやホームページを通じて積極的に情報発信を行いました。これにより、支援

制度やサービスの認知度向上を図るとともに、潜在的な利用ニーズの掘り起こしを進め、より

多くの方がサービスを利用しやすい環境づくりに努めました。 

 

〇主な取組内容 

（１）情報発信の強化（再掲：方向性１－主な取組内容（４）） 

大阪府教育庁では、さまざまな読書方法や図書館サービスを紹介するリーフレットを作成

し、関係機関へ配布しました。また、点字の仕組みなどを含む情報を掲載した「さまざまな

読書の方法及び図書館情報等を紹介する」ページをホームページ上に公開し、読書バリアフ

リーへの理解促進と関心喚起に努めました。加えて、府内公立図書館で開催されるイベント

情報をホームページで紹介し、情報発信に努めました。 

 

（２）教育現場への周知 

さまざまな読書方法や図書館サービスを紹介するリーフレットを府立支援学校※10の学校図

書館に掲示するよう依頼し、読書支援サービスの周知を図りました。府立図書館では、学校

図書館間の連携強化を目的とした情報交換会を開催し、大阪府立高等学校図書館への協力貸

出を通じて支援を行いました。また、支援学校の見学対応時にも利用案内を行いました。 

 

（３）イベントによる体験機会の提供（再掲：方向性３－主な取組内容（５）） 

府立中央図書館及び福祉部が開催したイベントでは、読書支援機器の体験やパソコンを活

用した図書館資料（マルチメディアデイジーや手話付き DVDなど）の利用方法の紹介及び視

覚障がい者等が実際に機器に触れ、読書環境を体験できる機会を提供しました。（参考デー

タ：別表８、９） 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１５ 
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（４）医療従事者への周知 

一般社団法人大阪府医師会及び一般社団法人大阪府眼科医会に加盟する医療従事者に対し

て、読書支援サービスを紹介するリーフレットを配布し、認知拡大を図りました。 

 

（５）福祉関係機関・当事者団体への周知 

各市町村の福祉事務所や視覚障がい者等の当事者団体にさまざまな読書方法や図書館サー

ビスを紹介するを紹介するリーフレットを配布し、読書支援サービスの周知を行いました。  

また、府立中央図書館及び福祉部が開催したイベントでは、府内 4か所の点字図書館など

のリーフレットを配架し、図書館の利用促進に努めました。（参考データ：別表８） 

 

 

<方向性５>国、市町村との連携（読書バリアフリー法第５、９、17条） 

障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書を楽しめる環境の整備を進めるため、大阪

府では市町村等と連携し、府内の現状や課題を国に報告するとともに、必要な支援について要

望を行いました。あわせて、書籍のアクセシブル化や電子書籍の拡充、障がい等級による利用

制限などの課題についても、制度改善に向けた働きかけを実施しました。 

 

〇主な取組内容 

（１）アクセシブルな書籍の充実に向けた要望 

一般書籍の出版と同時に電子書籍等が提供されることが、最も効率的かつ効果的な方策で

あると考え、国に対してその推進を要望しました。あわせて、読書支援機器の整備やアクセ

シブルな書籍の充実に向けた支援も求めました。 

 

（２）製作体制の見直しと人材育成の支援 

現在、アクセシブルな書籍は、大部分を無償のボランティアが製作している状況であるた

め、国に対して点訳者・音訳者の育成や体制整備に対する財政支援の拡充を要望しました。

また、読書支援機器の操作習得や資料製作のための講習会など、人材育成に必要な措置も求

めました。 

 

（３）図書館利用環境の整備とサービス対象の拡大 

視覚障がい者等が電子書籍をより利用しやすくするため、端末機器の入手支援を要望しま

した。さらに、障がい者手帳の有無や記載内容に関わらず、誰もが読書支援サービスを受け

られるよう、対象範囲の拡大についても国に検討を求めました。 

 

 

 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１６ 
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（４）図書館現場との意見交換と情報共有 

府立中央図書館で開催された公立図書館障がい者サービス担当者情報交換会において、市

町村における取組状況などの情報共有を行うとともに、国への要望内容についても情報共有

を図りました。 

 

（５）市町村図書館との連携強化 

府立図書館では、府内の市町村図書館や図書館が未設置の町村に対して、近隣市町村の図

書館や府立図書館との連携による図書の貸出を行っているほか、府内全 43市町村を対象に、

毎週 1回協力車を運行して資料の搬送を行っています。また、障がい者サービスに関する情

報交換会の開催や、市町村の司書を対象とした研修の実施、特別貸出用図書セットにおける

アクセシブルな書籍のセットの提供など、支援や図書館間の相互協力を通じて、読書環境の

整備と利便性の向上に努めました。（参考データ：別表４） 

 

 

３．課題の把握と今後の方向性 

（１）課題の把握 

第一期大阪府読書バリアフリー計画に基づき、読書環境の整備を進めてきた結果、一定の

成果が得られた一方で、いくつかの課題も明らかとなりました。これらの課題に対しては、

今後も継続的な検討と対応が求められます。 

まず、一般書籍と電子書籍の同時出版については、視覚障がい者等の多様なニーズに対応

できるようアクセシブルな書籍等の充実を図るため、国への要望を重ねてきましたが、体制

整備は未だ実現していません。出版業界や関係機関との連携強化が不可欠であり、引き続き

働きかけを行う必要があります。 

 

次に、点訳・音訳奉仕員（ボランティア）の人材育成については、研修や養成講座を通じ

て育成に取り組んできたものの、十分な人材の確保や安定した体制整備には至っていませ

ん。継続的な人材育成と支援体制の強化が、安定したサービス提供のために重要です。 

 

また、当事者への情報提供に関しても課題が残っています。ホームページやリーフレット

による周知を行ってきましたが、令和５年度「福祉行政報告例」によると、大阪府内の視覚

障がい者は 24,809人、肢体不自由障がい者は 194,181人に対し、府立図書館の障がい者サー

ビス利用登録者は約 330人、府内４つの点字図書館の利用登録者は延べ約 7,600人にとどま

っています。 

 

 

 
音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－１７ 
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上記は一例ではありますが、これらの人数を見ますと、必要な情報が十分に届いていない

可能性がうかがえます。そのため、より効果的な情報発信方法の検討と、支援へのアクセス

環境の整備が求められます。 

さらに、第二期大阪府読書バリアフリー計画の策定にあたり、関係団体等から以下のような

意見が寄せられました。 

・アクセシブルな書籍は、一般書籍の出版から発行までに時間がかかる 

・点訳・音訳等を行う製作ボランティアが不足している 

・読書が困難である理由への理解を深める研修の実施が望まれる 

これらの課題や意見を踏まえ、今後はより効果的な情報発信の方法を検討し、当事者が必

要な支援にアクセスしやすい環境づくりを進めることが重要です。 

 

（２）第二期大阪府読書バリアフリー計画に向けた方向性 

第二期大阪府読書バリアフリー計画では、第一期で明らかとなった課題への対応を図ると

ともに、次章において示す各方向性に基づく具体的な取組を推進していきます。特に、読書

環境のさらなる充実と、誰もが必要な支援にアクセスできる社会の実現に向けて、以下の施

策を重点的に取り組んでまいります。 

・一般書籍の出版と同時に電子書籍等が提供されるよう、引き続き国への要望を継続 

・視覚障がい者等に読書支援サービスの情報が確実に届くよう、周知方法の見直しと情報

発信の強化 

・点訳・音訳等を担う人材の育成に係る研修や養成講座の継続 

・新たに指標を作成し、進捗状況の把握と評価を実施 

 

（３）誰もが読書を楽しめる社会の実現へ 

読書を楽しみたいという思いは、障がいの有無にかかわらず、すべての人に共通するもの

です。視覚障がい者等の読書環境の現状や課題を共有し、理解を深める取り組みを推進する

ことが重要です。 

これまでの大阪府読書バリアフリー計画の成果をさらに発展させ、誰もが文字・活字文化

の恩恵を享受できる社会の実現に向けて、継続的かつ計画的な取組を進めてまいります。  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１８ 
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第３章 基本方針及び施策の方向性 

１．基本方針 

視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することにより、障がいの有無に

かかわらず、すべての府民が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の

実現に寄与することをめざし、第一期大阪府読書バリアフリー計画において定めた５つの方向性

を継承し、計画を推進します。 

 

<方向性１>アクセシブルな書籍等の充実（読書バリアフリー法第９、10条） 

<方向性２>公立図書館等の人材育成・体制整備 

（読書バリアフリー法第９、10、11、15、17条） 

<方向性３>利用しやすい施設・設備（機器）、サービスの充実 

（読書バリアフリー法第９、14、15条） 

<方向性４>図書館サービスに係る情報発信（読書バリアフリー法第９、10条） 

<方向性５>国、市町村との連携（読書バリアフリー法第５、９、17条） 

 

 

２．施策の方向性と取組内容 

<方向性１>アクセシブルな書籍等の充実 

（読書バリアフリー法第９、10条関係） 

 

【基本的な考え方】 

利用者のニーズに応えるため、引き続き、アクセシブルな書籍等の収集及び製作を行う

とともに、製作されたアクセシブルな書籍等を国立国会図書館やサピエ図書館と共有する

など、利用しやすいアクセシブルな書籍等の充実に取り組みます。 

 

（取組内容） 

○ 公立図書館、点字図書館における点字図書や録音図書、LL ブック※16、拡大図書、デイジ

ー図書※17等の収集・製作を継続します。 

○ 公立図書館、点字図書館で製作した点訳・音訳資料データ等について、国立国会図書館、

サピエ図書館への提供を継続することにより、アクセシブルな資料やデータが全国的に利用

できるネットワークの充実に寄与します。 

○ 公立図書館、学校図書館、点字図書館、国立国会図書館、サピエ図書館の連携による相互

貸出を引き続き実施します。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－１９ 



 

14  

○ 府立図書館では、デジタルデバイスの活用の検討を行うとともに、無料コンテンツの紹介

等の取組を進め、より良い読書環境が整備されることをめざします。 

 

<方向性２>公立図書館等の人材育成・体制整備 

（読書バリアフリー法第９、10、11、15、17条） 
 

【基本的な考え方】 

公立図書館、学校図書館、点字図書館間での連携を図るとともに、アクセシブルな書籍

等を提供する図書館等の職員が利用者ニーズに沿った適切な応対スキルを身に付けるため

の研修の実施、アクセシブルな書籍等を製作する点訳者や音訳者の養成に取り組み、視覚

障がい者等の読書環境整備を担う人材の確保に努めます。 

 

（取組内容） 

○ 利用者と接する公立図書館、学校図書館、点字図書館職員を対象に、障がい者サービスを

理解し、支援方法を習得するための研修や読書支援機器の使用方法を学ぶための研修を実施

します。 

○ 司書教諭や学級担任、通級※18による指導を担当する教員、リーディングスタッフ※19（特

別支援教育コーディネーター）等の教員間連携、地域のボランティアなどの協力者との連携

を図り、学校図書館の活用を支援します。 

○ 公立図書館、点字図書館において、点訳者や音訳者等の養成講座を開催し、アクセシブル

な書籍の継続的な製作支援に努めます。 

○ 公立図書館、点字図書館における特定書籍※20や特定電子書籍※21等の製作を支援するため、

ノウハウや基準等の情報共有を図ります。 

○ 府立中央図書館において、障がい当事者でピアサポートができる人材の確保に取り組みま

す。 

○ 点訳・音訳資料の製作過程や、それらを用いて読書を行っている視覚障がい者等の声を広

く府民に紹介することなどにより、多様な読書方法があることを知り、興味や関心を抱くき

っかけとなるよう取り組みます。 

 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２０ 
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<方向性３>利用しやすい施設・設備（機器）、サービスの充実 

（読書バリアフリー法第９、14、15条） 
 

【基本的な考え方】 

手すりやスロープの設置など施設のバリアフリー化、読書支援機器等（拡大読書器・活

字文書読上げ装置など）の機器整備、インターネット等を利用した貸出申込などの障がい

者向けサービス等の周知、読書支援機器等の給付事業や使用方法に関する支援等を引き続

き行うことにより、ハード・ソフトの両面から視覚障がい者等の読書環境の充実を図りま

す。 

 

 

（取組内容） 

○ 図書館施設の段差解消、利用者に配慮したトイレやエレベーターの設置、点字やピクトグ

ラムを使用したわかりやすい表示をはじめ、対面朗読室や拡大読書器等の読書支援機器の整

備について、引き続き取り組みます。 

○ 公立図書館の窓口で障がい者向け利用サービスを紹介するリーフレットを配布するなど、

情報提供体制の充実を図ります。 

○ 市町村における日常生活用具給付等事業について、国と大阪府による市町村への費用の一

部負担を継続します。 

○ 公立図書館、学校図書館、点字図書館、地域の ICT サポートセンター等において、アクセ

シブルな電子書籍等を利用するための読書支援機器の利用方法や入手方法について案内しま

す。 

○ 読書支援機器の操作方法を習得するための講習会等が身近な地域で受講できるよう、市町

村や機器製造メーカーと連携した使用体験講習会の実施に向け、検討します。 

 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２１ 
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<方向性４>図書館サービスに係る情報発信 

（読書バリアフリー法第９、10条） 

 

【基本的な考え方】 

公立図書館、点字図書館、サピエ図書館等が視覚障がい者等に提供しているサービスに

ついて、その内容や利用方法等が十分に周知されるよう、あらゆる手段を用いて広報し、

潜在的利用ニーズの掘り起こしを進めます。 

 

（取組内容） 

○ 利用しやすいアクセシブルなホームページを作成します。 

○ 公立小・中学校、義務教育学校、高等学校及び支援学校※10において、学校図書館をはじ

め公立図書館や点字図書館の利用方法について周知を行います。 

○ 公立図書館や点字図書館、サピエ図書館及び国立国会図書館で実施されているサービスに

ついて、その内容を周知します。 

○ アクセシブルな書籍等を「見て、聴いて、触れる」体験型イベントの実施に向けて取り組

みます。 

○ かかりつけ医などの身近な医療機関等を通じた情報発信方法について検討し、読書支援サ

ービスの周知に取り組みます。 

○ 地域において住民生活を支援するボランティアや視覚障がい者等の当事者団体、家族会等

の支援団体に対し、情報発信に係る協力を依頼し、アクセシブルな書籍等の利用の拡大を図

ります。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２２ 
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<方向性５>国、市町村との連携（読書バリアフリー法第５、９、17条） 

【基本的な考え方】 

書籍のアクセシブル化をはじめ、読書環境の整備の推進に必要な措置について、市町村

等と連携し、大阪府内の現状を国へ伝えるとともに、要望を行います。また、電子書籍等

の拡大や障がい等級による利用制限等については、国における制度改正の議論や研究成果

の検証等を踏まえ、具体的に施策を実施するよう求めていきます。 

 

（取組内容） 

○ アクセシブルな書籍等を充実させるためには、一般書籍の出版と同時に電子書籍等が販売

されることが最も効率的・効果的な方策であることから、国における取組が進むよう要望を

行います。また、書籍の出版時に、そのデータが点字図書館に提供されるよう求めます。 

○ アクセシブルな書籍等の製作は、大部分を無償のボランティアが担っている現体制につい

て、その抜本的な見直しを国に求めていきます。 

○ 障がい者手帳の有無や手帳に記載された障がい種別・等級等による利用サービスの制約に

ついて、その対象範囲の拡大に向けた検討を国へ要望します。 

○ 国への要望にあたっては、利用者と身近に接している公立図書館や市町村と連携します。 

○ 大阪府、府立図書館及び府立点字図書館は、府内市町村における施策の推進を支援し、府

域全体の読書環境整備を図ります。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２３ 
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第４章 基本的施策に関する指標 

「施策に関する指標」を設け、これらの進捗状況を確認することで、着実な施策の推進をめ

ざします。また、現在、実施している取組みを継続し、視覚障がい者等の読書環境の整備に努

めます。 

施策の方向性 取組 実績（令和６年度） 目標 

方向性１ 
 

第９条関係 
第 10条関係 

アクセシブル
な書籍等の充
実 

書籍等の収集 
（所蔵数） 
※点字図書、LLブッ
ク、拡大図書、音声
デイジー※22、デイジ
ー図書等 
※書籍等の製作（タ
イトル）数を含む 

58,474点 
 
（内訳） 
・府立図書館:9,425点 
・府立点字図書館:49,049点 

令和 12年度末 
5,250点増 

（63,724点※注） 

書籍等の製作 
（タイトル）数 
※点字図書、LL ブッ
ク、拡大図書、音声
デイジー※22、デイジ
ー図書等 

907点 
 
（内訳） 
・府立図書館:49点 
・府立点字図書館:858点 

令和 12年度末 
4,500点 

年間データ提供数 
 
※府立図書館は国立
国会図書館へ、府立
点字図書館はサピエ
図書館へ 

府立図書館：49件 
 
府立点字図書館：273 ﾀｲﾄﾙ 

40件/年 
 

270 ﾀｲﾄﾙ/年 

方向性２ 
 

第９条関係 
第 10条関係 
第 11条関係 
第 15条関係 
第 17条関係 

人材育成・体
制整備 

図書館サービス人
材育成に係る研修
会等の実施 

【府立図書館】 
・手話研修 
初級（23回）､中級講座（24回） 
実践クラス(全 12回） 
・障がい者サービス研修会  
基本研修(１回)、実務研修(２回) 毎年同水準以上の

取組を継続する 

点訳者等の養成 
講座等の実施 

【府立点字図書館】 
・点字奉仕員（ボランティア） 
 中級養成講座（全 24回） 
・朗読奉仕員（ボランティア） 
中級養成講座（全 24回） 

方向性３ 
 

第９条関係 
第 14条関係 
第 15条関係 

読書環境サー
ビスの充実 読書環境の充実 

・対面朗読※23サービス(1,268件) 
・郵送貸出（1,820件） 
・パソコン利用支援 
（サピエ利用支援含む）(194人) 
・読書支援機器等の貸出 
・レファレンスサービス※24 

取組を 
継続する 

方向性４ 
 

第９条関係 
第 10条関係 

図書館サービ
スに係る情報
発信 

読書支援サービス
を周知するイベン
ト等の開催 

・図書館見学（127人） 
・図書館だより等の情報提供(年 6回) 
・見て・聴いて・さわって  
 楽しむ読書の世界(イベント:1回) 
・共に生きる障がい者フェスティバ
ル(イベント:1回) 

取組を 
継続する 

※「方向性５ 国、市町村との連携」は、国における制度改正の議論や研究成果 

の検証等を踏まえて具体的な施策を実施することを要望する取組であるため、 

指標は設定しないものとする。 

※注：書籍等を廃棄した際は、目標所蔵数に変動が発生します。 
音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－２４ 
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第５章 おわりに 

本計画（第二期）は、第一期大阪府読書バリアフリー計画におけるさまざまな取組を基に、

進捗状況を踏まえて新たに指標を設定しました。今後、この第二期大阪府読書バリアフリー計

画において設定した指標等を活用しながら進捗状況を適切に把握し、読書環境の整備を着実に

推進していきます。 

また、取組を推進するにあたっては、市町村や関係機関・団体等の理解と協力はもとより、

府立図書館をはじめとする公立図書館、学校図書館、点字図書館においても、環境の整備や施

策を充実させる必要があります。 

本計画を推進することにより、障がいの有無にかかわらず、すべての府民が等しく読書を通

じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することをめざすととも

に、視覚障がい者等の読書環境の整備を通じて障がい者の社会参加・活躍の推進と、すべての

人が支え合って生きるインクルーシブな社会の実現をめざします。 

  

音音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 

３－２５ 
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用語集 （Ｐ.４～２２の※印の番号を説明しています。）  

用語 本計画における意味 

※1 アクセシブルな

書籍 

「アクセシブル」とは、利用しやすいさまをいい、「アクセシブ

ルな書籍」は、読書バリアフリー法第２条第２項の「視覚障害者

等が利用しやすい書籍」のこと。点字図書、拡大図書、録音図

書、触る絵本、LL ブック、布の絵本等、視覚障がい者等が、その

内容を容易に認識することができる書籍。 

※２ 点字図書 ６つの点を組み合わせて、文字や記号、数字、アルファベットを

表す点字で記された図書。点字と点図（点を使って図や絵を表し

たもの）を使った点訳絵本もある。 

※３ 録音図書 耳で聴いて読書できるよう、墨字（活字）の文章を声に出して読

み、その音声を収録したもの。再生機を使用する。 

※４ 拡大図書 弱視の人などが読みやすいよう、通常の書籍より文字や図を拡大

して製作された図書。 

※５ 電子書籍 電磁的に記録され、電子端末機器を用いて読めるようにした書

籍。動画や音声が再生可能なものもある。電子書籍には、あらか

じめ固定されたレイアウトで表示される「固定レイアウト型」と

端末の画面に合わせて自動表示され、文字の大きさも変更できる

「リフロー型」がある。 

※６ サピエ図書館 視覚障がい者及び視覚による表現の認識に障がいのある人に対し

て点字データ、デイジーデータ等を提供するネットワーク。日本

点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協

会が運営を行っている。正式名称は「視覚障害者情報総合ネット

ワーク」。 

※７ 点字図書館 点字、録音、デイジー図書等の製作・貸出やレファレンスサービ

ス、デイジー図書再生機の貸出等、目の見えない、見えにくい人

などへの情報提供サービスを行っている施設。 

大阪府内には、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター点

字図書館、大阪市立早川福祉会館点字図書室、社会福祉法人日本

ライトハウス情報文化センター、堺市立健康福祉プラザ点字図書

館がある。 

※８ 点訳 文字や文章を点字化すること。 

※９ 音訳 文字や文章を音声化すること。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２６ 
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※10 特別支援学校 

（支援学校） 

学校教育法第 72 条に定められている、視覚・聴覚・知的障がい

者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）のための学

校。大阪府が所管する特別支援学校は、校名に「特別」をつけ

ず、「支援学校」としている。 

※11 読書支援機器 視覚障がい者等の読書を支援するための機器で、点字ディスプレ

イ、デイジープレイヤー、拡大読書器等がある。 

※12 ピアサポート 「仲間同士の支え合い」を表す言葉。ここでは、障がい当事者に

よる支援のこと。 

※13 拡大読書器 カメラで撮影した文字や画像を拡大したり、背景と文字を白黒表

示することにより、読み書きを支援する機器。据置型と持ち運び

ができる携帯型などがある。 

※14 ピクトグラム 絵文字や絵を使った図表を用いて、情報や注意を示すために表示

される記号。 

※15 ICTサポート 

センター 

障がい者等の ICT（情報通信技術）の利用機会の拡大や活用能力の

向上を目的として、パソコンボランティアの養成や派遣、ICT 機器

の紹介、貸出・利用に係る相談、サピエ図書館等のインターネッ

トサービスの利用支援等を行う拠点。大阪府では、大阪府 IT ステ

ーションで障がい者向け IT 支援機器・ソフトの展示も含め実施し

ています。 

※16 LLブック 「LL」とは、スウェーデン語の「Lattlast（分かりやすく読みや

すい）」の略で、「LL ブック」は、読むことに困難を感じている

人に合うよう、分かりやすく読みやすい形で書かれた本のこと。 

（「Lattlast」の表記は、正しくは２つの「a」の上にウムラウト

記号が付く） 

※17 デイジー図書 「デイジー」とは、「Digital Accessible Information System」

の略で、「利用しやすい情報システム」のこと。デイジー図書の

特徴は、目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことがで

きる、最新の圧縮技術で一枚の CDに 50時間以上も収録が可能であ

る、音声にテキストや画像を同期させることができる等がある。 

※18 通級 小・中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の通常の

学級に籍をおき、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一

部、障がいに応じた個別の指導を通常の学級以外の場（通級指導

教室等）で受ける指導形態のこと。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－２７ 
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※19 リーディングス

タッフ（特別支

援教育コーディ

ネーター） 

障がいのある幼児・児童・生徒の指導・支援方法や、支援に向け

た校内体制構築に関する助言のため、小・中学校等への訪問相談

や教員研修の支援を行うなど、府内の支援教育推進のけん引役と

して指導的な役割を果たす教員。 

※20 特定書籍 著作権法第 37 条第１項又は第３項本文の規定により製作される視

覚障がい者等が利用しやすい書籍。 

※21 特定電子書籍 著作権法第 37 条第２項又は第３項本文の規定により製作される視

覚障がい者等が利用しやすい電子書籍等。 

※22 音声デイジー 音声データに章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を付

加し、デイジー再生機等で読み上げさせて聴くことができるも

の。 

※23 対面朗読（リー

ディング） 

視覚による読書に困難を感じている人を対象として、本や雑誌等

を代読すること。 

※24 レファレンス 

サービス 

資料や情報を求める利用者に対して、図書館の資料やデータを使

って文献の紹介・提供などを行うサービス。 

 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２８ 
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参考資料 
  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－２９ 
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アクセシブルな書籍・電子書籍等の例（視覚障がい者等が利用しやすい書籍） 

１ 点字図書 

（用語集より再掲） 

６つの点を組み合わせて、文字や記号、数字、アルファベットを

表す点字で記された図書。 

点字と点図（点を使って図や絵を表したもの）を使った点訳絵本

もある。 

２ 録音図書 

（用語集より再掲） 

耳で聴いて読書できるよう、墨字（活字）の文章を声に出して読

み、その音声を収録したもの。再生機を使用する。 

３ 拡大図書 

（用語集より再掲） 

弱視の人などが読みやすいよう、通常の書籍より文字や図を拡大

して製作された図書。 

４ 触る絵本 さまざまな材料を用いて盛り上がった形の挿絵を作り、それを貼

り付けるなどして、指で触って絵が分かるようにした絵本。 

５ 布の絵本 触る絵本の一種で、厚地の台布に絵の部分を縫い付けたり、貼り

付けたりし、マジックテープやボタン、ファスナー、紐等を用い

て、留めたり、外したり、結んだりできるようにしたもの。 

６ LLブック 

（用語集より再掲） 

「LL」とは、スウェーデン語の「Lattlast（分かりやすく読みや

すい）」の略で、「LL ブック」は、読むことに困難を感じている

人に合うよう、分かりやすく読みやすい形で書かれた本のこと。 

（「Lattlast」の表記は、正しくは２つの「a」の上にウムラウト

記号が付く） 

７ デイジー図書 

（用語集より再掲） 

「デイジー」とは、「Digital Accessible Information System」

の略で、「利用しやすい情報システム」のこと。デイジー図書の

特徴は、目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことがで

きる、最新の圧縮技術で一枚の CDに 50時間以上も収録が可能であ

る、音声にテキストや画像を同期させることができる等がある。 

８ 音声デイジー 

（用語集より再掲） 

音声データに章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を付

加し、デイジー再生機等で読み上げさせて聴くことができるも

の。 

９ テキストデイジ

ー 

本文のテキストに見出し等の文書構造や画像を付加したもの。テ

キストデータに章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を

付加し、デイジー再生機等の音声合成機能で読み上げさせて聴く

ことができる。 

10 マルチメディア

デイジー 

本文のテキストに音声データと見出し等の文書構造や画像を付加

したもの。章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を付加

しているほか、音声を同期させることで、読み誤りなく作成でき

る。 

 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－３０ 
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11 テキストデータ 文字コードだけで構成された文字列や文書のデータ。ワープロデ

ータのように書体や行間などの情報を含まないもの。 

12 電子書籍 

（用語集より再掲） 

電磁的に記録され、電子端末機器を用いて読めるようにした書

籍。動画や音声が再生可能なものもある。電子書籍には、あらか

じめ固定されたレイアウトで表示される「固定レイアウト型」と

端末の画面に合わせて自動表示され、文字の大きさも変更できる

「リフロー型」がある。 

13 オーディオブッ

ク 

書籍等の文章を読み上げ又は口演し、必要に応じて効果音及び BGM

等を付与することにより、利用者が耳で聴くことを通じて情報を

得られる形式の電子音声コンテンツ。文字を目で読んで情報を得

られる電子書籍とは異なり、オーディオブックは利用者の視界を

占有しないこと及び発音、抑揚等の発声技術を駆使した表現が可

能となること等の特徴がある。 

 

 

読書支援機器の例（視覚障がい者等の読書を支援するための機器（道具）） 

１ デイジープレイ

ヤー（録音再生

機器） 

デイジー図書を音声で再生して聴くための機器。パソコンやタブ

レット、スマートフォンで再生できるようにするアプリケーショ

ンなどもある。 

２ アプリケーショ

ン 

文書編集、表計算、ゲームなど、特定の目的に使用するために作

成されたコンピュータソフトウェア。アプリともいう。 

３ 拡大読書器 

（用語集より再掲） 

カメラで撮影した文字や画像を拡大したり、背景と文字を白黒表

示することにより、読み書きを支援する機器。据置型と持ち運び

ができる携帯型などがある。 

４ 音声読書器 印刷物を読み取り、文字を音声で読み上げる読書機器。拡大が可

能な機器もある。 

５ 活字文書読上げ

装置 

音声コードの情報を読み上げる機器。 

６ 電子書籍リーダ

ー 

電子書籍を読むための機器。 

７ リーディング 

トラッカー 

ページの読みたい行にあてることにより、視点を集中して読書を

することができる道具。 

８ ルーペ 小さな文字を大きくしてみるレンズ。持つルーペ、携帯用のルー

ペ、置き型のルーペやライトを搭載したものなどもある。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 
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参考データ 

（別表１）アクセシブルな書籍等の所蔵数(府立図書館及び府立点字図書館の合計点数) 

 

 

（別表２）アクセシブルな書籍等の製作数(府立図書館及び府立点字図書館の合計点数) （件） 

※注：別表２の製作点数は、カセット図書の利用減少により新規製作を行わなくなったことに加

え、カセット図書がタイトル数ではなく必要巻数で計上されていること、デジタル媒体への移行

が進んだことから、1点あたりに収録できる情報量が増加したこと、さらに専門書など製作に時間

を要する資料へのリクエストも増加していることなどから、減少傾向にあります。 

 

（別表３）アクセシブルな資料やデータの提供数                  （件） 

 R2末 R3末 R4末 R5末 R6末 

国立国会図書館への提供（※１） 46 44 58 45 49 

サピエ図書館への提供（※２） 314 296 271 280 273 

※１ 府立図書館から提供した件数 

※２ 府立点字図書館から提供した件数 

※注：別表３の提供数には、国立国会図書館やサピエ図書館に新たに提供した未登録資料のみを

計上しています。なお、個人からの製作依頼によって作成された資料は、国立国会図書館やサピ

エ図書館への提供基準を満たさないものもあるため提供を行っていない資料は提供数に含めてい

ません。 

  

 R2末 R６末 

デイジー図書（マルチメディアデイジー含む）（巻） 13,071 15,054 

大活字本（冊） 3,879 4,713 

LL ブック（冊） 79 104 

点字図書 （点字・音声雑誌含む）（冊） 17,771 19,517 

テープ図書（巻） 18,936 19,008 

手話・字幕入りビデオ（巻） 65 74 

プレーンテキスト 2 ４ 

所蔵合計点数 53,803 58,474 

 R2末 R3末 R4末 R5末 R6末 

製作点数 1,280 1,141 1,105 1,072 907 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－３２ 



 

27  

（別表４）府立図書館における貸出等実績 

  

 R3 R4 R5 R6 

貸出実績 
上段：中央図書館 

下段：中之島図書館 

協力貸出（冊） 
57,415 
3,162 

58,434 
3,325 

54,694 
3,332 

51,567 
2,825 

市町村読書会（冊） 
624 
ー 

718 
ー 

457 
ー 

495 
ー 

高等学校図書館（冊） 
1,010 
ー 

817 
ー 

636 
ー 

502 
ー 

府域公共図書館以外（冊） 
1,459 
116 

1,388 
98 

1,466 
114 

1,343 
110 

計 
60,508 
3,278 

61,357 
3,423 

57,253 
3,446 

53,907 
2,935 

他館から借受実績（冊） 
上段：中央図書館、下段：中之島図書館 

1,388 
822 

1,476 
1,073 

1,476 
931 

1,227 
838 

録音図書による 
貸出実績 
（中央図書館） 

借受 
貸出 

タイトル数（冊） 2,618 3,664 2,383 1,925 

巻数（巻） 3,812 8,670 2,673 2,186 

協力 
貸出 

タイトル数（冊） 683 729 580 501 

巻数（巻） 689 739 580 501 

国立国会図書館視覚障害
者等用データ送信サービス
(中央図書館) 

音声デイジー（件） 12,633 13,675 14,776 11,265 

テキストデータ（件） 1 3 0 0 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－３３ 
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（別表５）職員研修開催の開催実績（府立中央図書館） 

 R3 R4 R5 R6 

館内職員研修 
（手話研修） 

初級講座 全 22 回 全 22 回 全 22 回 全 23 回 

中級講座 全 44 回 全 22 回 全 22 回 全 24 回 

障がい者接遇研修 
（インターネット配信） 

R3.6～R4.1 R4.7～R5.3 R5.7～R6.3 R6.4～R7.3 

障がい者サービス基本研修 １回(R3.6) １回(R4.6) １回(R5.5) １回（R6.5） 

障がい者サービス実務研修 ２回(R3.11) 
２回 
(R4.10･12) 

２回(R5.10) ２回(R6.10) 

公立図書館と学校との合同 
研修（インターネット配信） 

全５回 
(うち 2 回は再
配信) 

全５回 
(うち 2 回は再
配信) 

全５回 
(うち 2 回は再
配信) 

全５回 
（うち 2 回は再
配信） 

司書セミナー（特にバリアフリー関
連をテーマとしたものの回数） 

１回(R3.11) 1 回(R4.10) １回(R6.2) 1 回(R6.10) 

障がい者サービス担当者情報交
換会 

１回(R4.3) １回(R5.3) １回(R6.3) １回(R7.3) 

※カッコ内は開催月 

※障がい者サービス基本研修：Ｒ３年度はインターネット配信による開催(6月 1日～6月 30日) 

 

（別表６）大阪府立高等学校図書館への貸出実績（府立中央図書館） 

 R3 R4 R5 R6 

対象校（校） 28 32 37 41 

貸出実績冊数（冊） 1,010 817 636 502 

搬送協力市 
松原市・四條畷市・交野市・和泉市・八尾市・門真市・東大阪市・堺市・大阪
市・茨木市・枚方市・羽曳野市・寝屋川市 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
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（別表７）点訳者や音訳者等養成講座の開催実績（府立点字図書館） 

 R3 R4 R5 R6 

点訳奉仕員 
(ボランティア)中級
養成講座 

実施回数/ 
参加者数 

24/13 24/20 24/10 24/６ 

朗読奉仕員 
(ボランティア)中級
養成講座 

実施回数/ 
参加者数 

24/27 24/15 24/13 24/８ 

 

（別表８）周知・体験イベントの開催実績（来場者数）               （人） 

 R3 R4 R5 R6 

①「見て、聴いて、さわって楽しむ読書の世界」 125 134 146 180 

②「共に生きる障がい者展」 ― 318 230 275 

①府立中央図書館開催の「見て、聴いて、さわって楽しむ読書の世界」において、読書支

援機器の展示・体験を実施（毎年 2日間開催） 

   ②福祉部開催の「共に生きる障がい者展」において、読書支援機器の展示・体験を実施

（毎年 2日間開催のうち１日） 

   ※Ｒ３「共に生きる障がい者展」は、ホームページでの開催のため来場者不明 

 

（別表９）パソコン利用者への支援実績（府立中央図書館） 

 R3 R4 R5 R6 

指導時間数（時間） 11 16 11 6 

利用時間数（時間） 313 219 526 489 

延べ利用者数（人） 92 85 263 194 

 

 

（別表 10）障がい者サービス研修の開催実績（府立中央図書館）      （実施回数／参加人数） 

 R3 R4 R5 R6 

障がい者サービス基本研修（職員向け） １／86 １／35 １／22 1/28 

障がい者サービス実務研修（職員向け） ２／13、15 ２／9、14 ２／16、11 ２／10、14 

※障がい者サービス基本研修：Ｒ３年度はインターネット配信による開催(6月 1日～6月 30日) 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
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大阪府内のサピエ図書館加入施設一覧（2025.11現在） 
 名称 備考 

１ 大阪府立中央図書館 大阪府 

２ 大阪府立大阪北視覚支援学校 
支援学校 

３ 大阪府立大阪南視覚支援学校 

４ 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター点字図書館 
点字図書館 

（公立） 
５ 大阪市立早川福祉会館点字図書室 

６ 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター 

７ 大阪市立中央図書館 

市町村立 

図書館 

８ 豊中市立岡町図書館 

９ 池田市立図書館 

10 豊能町立図書館 

11 吹田市立千里山・佐井寺図書館 

12 摂津市民図書館 

13 茨木市立中央図書館 

14 枚方市立中央図書館 

15 大東市立中央図書館 

16 四条畷市立図書館 

17 東大阪市立永和図書館 

18 松原市民図書館 

19 八尾市立八尾図書館 

20 藤井寺市立図書館 

21 羽曳野市立陵南の森図書館 

22 富田林市立金剛図書館 

23 河内長野市立図書館 

24 大阪狭山市立図書館 

25 岸和田市立図書館 

26 泉大津市立図書館 

27 貝塚市民図書館 

28 有限会社リブート 

民間施設 

29 ＪＢＳ日本福祉放送 

30 日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター 

31 日本ライトハウス情報文化センター 

32 豊中点訳会 

33 点訳グループ「いちご」 

34 特定非営利活動法人デイジー枚方 

35 日本ライトハウス点字情報技術センター 

36 大阪ＹＷＣＡ点字子ども図書室 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 
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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

（令和元年法律第四十九号 令和元年 6月 28日公布・施行） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並

びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚

障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、

視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかか

わらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化（文字・活字文化振興法（平成

十七年法律第九十一号）第二条に規定する文字・活字文化をいう。）の恵沢を享受する

ことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その

他の障害により、書籍（雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。）について、視

覚による表現の認識が困難な者をいう。 

２ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書そ

の他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 

３ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他

の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項

及び第十二条第二項において同じ。）であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等

がその内容を容易に認識することができるものをいう。 

（基本理念） 

第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなけ

ればならない。 

一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上

に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技

術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、

視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供さ

れること。 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以

下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。）の量的拡充及び質の向上が図ら

れること。 

三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 
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（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地

域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

（財政上の措置等） 

第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

第二章 基本計画等 

（基本計画） 

第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に

関する基本的な計画（以下この章において「基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  

三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、

経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、

視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをイ

ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（地方公共団体の計画） 

第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等

の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環

境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等そ

の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努め

なければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 

 
音声コード
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第三章 基本的施策 

（視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等） 

第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに

学校図書館（以下「公立図書館等」という。）並びに国立国会図書館について、各々の

果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等

の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の

視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施

策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の

充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提

供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用する

ことができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 

（インターネットを利用したサービスの提供体制の強化） 

第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存

する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるように

するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

一 点字図書館等から著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十七条第二項又は

第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下

「特定電子書籍等」という。）であってインターネットにより送信することができる

もの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報

の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネッ

トワークの運営に対する支援 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提

供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点

字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 

（特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定によ

り製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍（以下「特定書籍」という。）及び特定

電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図る

ための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者

（次条及び第十八条において「出版者」という。）からの特定書籍又は特定電子書籍等

の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必

要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－３９ 
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（視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等） 

第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技

術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情

報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁

的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的

記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備） 

第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある

者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づ

き、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信するこ

とができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関す

る相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるも

のとする。 

（端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援） 

第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するた

めの端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、

必要な施策を講ずるものとする。 

（情報通信技術の習得支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに

当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習

会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（研究開発の推進等） 

第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末

機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的

な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館

等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑

な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の

推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－４０ 
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第四章 協議の場等 

第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図

るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、

国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する

者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係

者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

附 則  

この法律は、公布の日から施行する。 

 

 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画（第二期） 

○文部科学省 ホームページアドレス 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00822.html 

 

 

 

○厚生労働省 ホームページアドレス 

https://www.mhlw.go.jp/stf/syougai_dokusyo_keikaku2.html 

 

  

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－４１ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00822.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/syougai_dokusyo_keikaku2.html
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著作権法（抜粋） 

 

第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 

２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体

に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可

能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。 

３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及び第百二条

第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるも

のは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他の知

覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該

著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体と

して公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において

「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作

物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚

著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式に

より、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作

権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製

許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われ

ている場合は、この限りでない。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－４２ 
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国立国会図書館 

 ○国立国会図書館サーチ 

   ホームページアドレス https://iss.ndl.go.jp/ 

 〇みなサーチ 

   ホームページアドレス https://mina.ndl.go.jp/ 

  ※みなサーチは、目の見えない方・見えにくい方、活字の図書を読むのが 

難しい方など、さまざまな障害のある方が、利用しやすい形式の資料を 

探すことができるサービスです。 

 

サピエ図書館 

   ホームページアドレス  

https://library.sapie.or.jp/cgi-

bin/CN1MN1?S00101=S00MNU01&S00102=HOkP1dqmrtM&S00103=GhEt7OVHZN 

 

大阪府立図書館 

 ○大阪府立中央図書館 

   場所 東大阪市荒本北１－２－１ 

   電話番号 ０６－６７４５－０１７０（代表） 

        ０６－６７４５－９２８２（障がい者支援室直通） 

   ホームページアドレス http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/ 

              （トップページ） 

              http://www.library.pref.osaka.jp/central/taimen/index.html 

              （障がい者サービスのページ） 

 

 ○大阪府立中之島図書館 

   場所 大阪市北区中之島１－２－１０ 

   電話番号 ０６－６２０３－０４７４（代表） 

   ホームページアドレス http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/ 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

３－４３ 

https://iss.ndl.go.jp/
https://mina.ndl.go.jp/
https://library.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1MN1?S00101=S00MNU01&S00102=HOkP1dqmrtM&S00103=GhEt7OVHZN
https://library.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1MN1?S00101=S00MNU01&S00102=HOkP1dqmrtM&S00103=GhEt7OVHZN
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/
http://www.library.pref.osaka.jp/central/taimen/index.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/
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 ○大阪府立中央図書館の利用案内（令和７（2025）年度版） 

 

   場所 東大阪市荒本北１－２－１ 

   大阪府立図書館ホームページ http://www.library.pref.osaka.jp/ 

開館時間 火曜日から金曜日までは午前９時から午後７時まで。土曜日・日曜日、国民の

祝日・休日は午前９時から午後５時まで 

休館日 毎週月曜日（国民の祝日・休日のときは開館し、その次の日が休館）。 

毎月第２木曜日（ただし、７月・８月及び祝日は開館）。 

年末年始（１２月２９日～１月４日） 

 

〇視覚障がい者の皆さんへ 

  大阪府立中央図書館では大阪府内にお住まい・通勤・通学の視覚障がい者の皆さんに利用し

ていただけるよう、対面朗読、墨字図書・録音図書・点字図書の郵送貸出、パソコン利用など

のサービスを無料で行なっています。どうぞ気軽にご利用ください。 

 

問合せ先 障がい者支援室 

電話 ０６－６７４５－９２８２（直通） 

最寄りの駅 近鉄けいはんな線（地下鉄中央線経由）荒本駅。図書館へは大阪寄りの１番出

口の階段を上がって右へ３００メートル、交差点を右折、２００メートル進み、信号を左に

渡って正面が図書館です。なお、駅から図書館まで点字ブロックが敷設されています。荒本

駅から地上へは、エレベーターも設置されています。 

駐車場 平面駐車場が 83台（うち、車いす使用者用 1台）、地下駐車場が 25台（うち、車い

す使用者用 2台、ゆずりあい区画 2台）あります。1階総合案内で、障がい者手帳などをお見

せくだされば、無料サービス券をお渡しします。 

 

＜利用の申込み＞ 

 最初に登録が必要です。その際、住所・名前などの確認のため障害者手帳をお見せください。

来館が困難な方は、手帳のコピーをお送りください。以後のご利用は、電話や手紙などでお名

前と用件を伝えていただければ結構です。手紙は点字でもお受けします。 

 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 
３－４４ 
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＜サービスの内容＞ 

１ 対面朗読 

  ご希望の資料(図書館所蔵の資料及びそれに準ずる資料)を対面朗読室でお読みします。２

日前までに、ご希望の資料名と来館日時をお知らせください。対面朗読室には、音声読み上

げソフトの入ったパソコン、点字ディスプレイ、デイジー図書録音機などがあります。録音

機器の持ち込みも可能です。朗読者は当館で採用した人たちで、プライバシーを守ることが

義務づけられています。なお、オンラインによる遠隔対面朗読も実施しています。 

 

２ 郵送貸出 

   墨字図書、録音図書、点字図書の郵送貸出をしています。郵送料は無料です。当館に所蔵

していない墨字図書の場合は、府内の公共図書館から借り受けて提供することができます。

録音図書、点字図書については、全国の視覚障害者情報提供施設（点字図書館など）や公共

図書館から借り受けて提供することができます。 

また、音楽ＣＤや落語ＣＤも郵送貸出をしています。 

貸出期間は、郵送の往復日数を含めて、録音図書・点字図書が５週間、墨字図書が３ケ月、

ＣＤは３週間です。貸出点数は１２点までです。 

 なお、パソコンをお持ちの方は自宅からインターネットを利用して当館の蔵書検索及び郵

送貸出申込ができます。当館ホームページの蔵書検索画面には、音声読み上げソフト対応の

ものも用意しています。詳しい説明が必要な方は障がい者支援室までお問い合わせ下さい。 

 

３ 墨字図書新着資料の情報提供 

   当館で新しく受け入れた墨字図書の中から医学、社会福祉及び文学を中心に選択したリス

ト『墨字図書新着案内』を年４回「点字版」と「録音版」（デイジーまたはカセットテープ）

で発行しています。新着墨字図書の情報または対面朗読利用の参考としてお使い下さい。ご

希望の方にはお送りしますのでお申し込み下さい。 

 

４ 大活字本の貸出 

   大きな文字で書かれた大活字の本を１階の小説読物室に置いています。これらの本も貸出

できます。 

 

５ 各種読書支援機器の利用 

   弱視の方のために、拡大読書器を各階の閲覧室及び対面朗読室に備えています。また、拡

大機能のついた音声読書器やデイジー再生機器もご利用いただけます。 

 

６ 所蔵資料調査・読書相談 

  調べ物や、そのほか図書館の利用について、わからないことがありましたらお気軽に障が

い者支援室までお問い合わせ下さい。 

 

  音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－４５ 
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７ 国立国会図書館 視覚障害者等用資料の利用 

 国立国会図書館では所蔵する学術文献を視覚障がい者からの申込みにより、デイジー図

書・テキストデータとして製作し、貸出をしています。当館はその利用申込窓口に指定され

ています。 

また、国立国会図書館による、学術文献録音図書と公共図書館など製作の点訳図書デー

タ・デイジー図書データ・テキストデータ・EPUB 形式の電子書籍などの送信サービスを対面

朗読室でもご利用いただけます。なお、マラケシュ条約締約国である外国において製作され

た視覚障害者等用データは、国立国会図書館を通じて利用することができます。当館を通じ

て国立国会図書館に問い合わせすることもできますのでご相談ください。 

 

８ パソコン利用サービス 

   パソコンを利用して、音声や点字、拡大画面での蔵書検索、資料の閲覧などができます。

初めての方には職員が利用方法を説明しますので、事前にご連絡ください。 

  （１）ホームページの閲覧と検索…大阪府立図書館や全国の図書館の蔵書検索、出版情報や

図書館での調べものなどに、音声でホームページの閲覧ができます。 

（２）オンラインデータベースやＣＤ－ＲＯＭの利用…新聞記事・雑誌記事、法律や医学な

どの各種オンラインデータベース、辞書や百科事典など障がい者支援室及び各主題室

所在のＣＤ－ＲＯＭをご利用いただけます。 

  （３）点訳ソフト・デイジー再生ソフトの利用…「サピエ」や「国立国会図書館」所蔵の点

訳図書データ・デイジー図書データなどを閲覧いただけます。 

（４）その他、各種視覚障がい者用機器・ソフトの利用 

＜当館所蔵資料＞ 

  点字版「大阪府政だより」や大阪府内の各市の点字広報紙、「点字毎日」や「点字ジャー

ナル」「視覚障害」といった点字新聞・雑誌のほかに、参考図書として点字版の国語辞典や

英和辞典などがあります。録音図書については購入・寄贈により受入したデイジー図書のほ

か、当館で製作したものもあります。ほかに、子ども向けの点字の本やマルチメディアデイ

ジー図書などもあります。詳しくは障がい者支援室までお問い合わせください。 

＜所蔵点数＞（２０２５年３月現在） 

   録音図書（デイジー) 約１７６０タイトル 

   点字図書（一般書） 約１４０タイトル 

   大活字本    約 ４７５０冊 

   墨字図書    約 ２１５万冊 

   ＣＤ      約１５０００点 

   ＤＶＤ     約 ３３４０点 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－４６ 
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＜建物の概観＞ 

敷地面積約１万８５００㎡、建築面積約６４２６㎡、延床面積３万７７０㎡、地上４階、 

地下２階の鉄骨鉄筋コンクリート造 

地下２階・・・書庫および駐車場 

地下１階・・・書庫 

１階 ・・・障がい者支援室、貸出・返却カウンター、こども資料室、小説読物室、国際

児童文学館、食堂、セルフカフェコーナー、カームダウン・クールダウンス

ペース 

        ＣＤおよびＤＶＤは小説読物室にあります。 

他に３８４席ある貸ホール（ライティホール）も併設されています。 

２階 ・・・複写カウンター、新聞コーナー、貸会議室、研究室、リフレッシュルーム

（自動販売機があり、スマホやパソコンの充電が可能な休憩室） 

３階 ・・・社会・自然系資料室、屋上庭園 

４階 ・・・人文系資料室 

※多機能トイレは、１階から４階までの各階にあります。 

  

音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 ３－４７ 
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大阪府内の点字図書館 

 ○大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター点字図書館 

   場所 大阪市東成区中道１－３－５９ 

      大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内 視覚障がい者支援センター2階 

   電話番号 ０６－６７４８－０６１１（直通） 

        ０６－６７４８－０６０９（貸出専用） 

   ファックス番号 ０６－６７４８－０６３１（直通） 

   メールアドレス tosyo1@fushikyo.or.jp 

   ホームページアドレス http://fushikyo.or.jp/tosyokan/tosyokan.html 

 

○大阪市立早川福祉会館点字図書室 

   場所 大阪市東住吉区南田辺１－９－２８ 早川福祉会館３階 

   電話番号 ０６－６６２２－０１２３ 

   ファックス番号 ０６－６６２２－００２０ 

   メールアドレス hayakawa-f@k2.dion.ne.jp 

   ホームページアドレス http://www.lighthouse.or.jp/hayakawa/ 

 

 ○社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター 

   場所 大阪市西区江戸堀１－１３－２ 

   電話番号 ０６－６４４１－００１５（代表） 

        ０６－６４４１－０１３９（図書貸出） 

        ０６－６４４１－００３９（対面リーディング、用具・機器） 

   ファックス番号 ０６－６４４１－００９５（代表） 

           ０６－６４４１－０１２５（図書貸出） 

           ０６－６４４１－１１２６（対面リーディング、用具・機器） 

   メールアドレス info@iccb.jp（代表） 

           book@iccb.jp（図書貸出） 

           enjoy@lighthouse.or.jp（対面リーディング、用具・機器） 

   ホームページアドレス http://www.lighthouse.or.jp/iccb/ 

 

 ○堺市立健康福祉プラザ点字図書館 

   場所 堺市堺区旭ヶ丘中町４－３－１ 

   電話番号 ０７２－２７５－５０２４ 

        ０７２－２７５－５０２７（図書貸出予約） 

   ファックス番号 ０７２－２４３－２２２２ 

   ホームページアドレス http://www.sakai-kfp.info/eye/index.cgi 

 音声コード
(Uni-Voice 
(ﾕﾆﾎﾞｲｽ)) 

掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

ＱＲコード 
掲載予定箇所 

３－４８ 

http://fushikyo.or.jp/tosyokan/tosyokan.html
http://www.lighthouse.or.jp/hayakawa/
http://www.lighthouse.or.jp/iccb/
http://www.sakai-kfp.info/eye/index.cgi


 
①第４次計画に引き続き、計画期間最終年度までに「本を全く読まない子ども」の割合（不読率）を全国平均以下とする。 

②「本を全く読まない子ども」（不読率）の割合を毎年減少させる。 
 
※「不読率」とは、「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）の児童・生徒に対する質問「学校の 

授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどのくらいの時間、読書をしますか。（教 

科書や参考書、漫画や雑誌は除きます。）」に対し、「全く読まない」と回答した児童・生徒の割合 

令和８年度から令和１２年度までの 5 年間 

 
 

  第５次大阪府子ども読書活動推進計画（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 小６ 中３ 

全国 29.2％ 41.8％ 

大阪 33.7％ 47.5％ 

子どもたちの発達段階に

応じた取組みを進めていく 

※「読書」とは、 

・紙媒体に限らず、電子媒体の本（絵本・物語・ノンフィクション・図鑑・事典・新聞・雑誌・マンガ）を読むこと。 

・１冊すべてではなく、一部分でも読むこと、調べるために使うこと、図表・写真・絵画・地図などを見る、聞く、活用することを含む。 

 
 

２ 第４次計画における取組と成果 

 ◆以下の５つの柱のもと、子ども一人ひとりに合った読書環境整備に向けて取り組んできた。 

①【ことばを知り】理解できる「ことば」の量を増やす、②【本にひかれ】本を読みたいと思う気持

ちへ導く、③【本に出合い】身近な場所で本と出合う環境を整える、④【本に親しみ】本に親し

む時間を取れるような環境を整える、⑤【本に学ぶ】自分の目的に応じた本を探し、読み取る

力をつけていくことができる。 

 ◆成果指標である「令和７年度までに、本を全く読まない子どもの割合（不読率）を全国平均

以下とすること」は達成できなかったが、第４次計画に基づく取組を実施した結果、全国平均と

の差は縮めることができた。 

 

 

 

 

 
 

 

３ 子どもの読書活動の現状と課題 

 ◆「読書をしない・できない」主な理由は以下のとおり（R６読書調査結果） 

  ・ 「時間がない」     ➡ 読書時間を確保できない、読書のために時間を割かない 

  ・ 「読みたい本がない」 ➡ 興味を持てるような本が身近にない、身近な本とつながることが 

できる環境が十分に整備・活用されていない   

・ 「読むのがめんどう」   ➡ 本を読むこと自体がめんどう、読書することへの価値観が低い 
 

 ◆課題と次期計画の方向性 

  ・子どもを取り巻く環境の変化により、読書以外（インターネットを利用した動画視聴、ゲーム、

SNS など）のことに時間を費やすことが増え、読書に時間を割かない子どもが増加している。 

・一番身近な学校図書館や地域の図書館が十分に活用されておらず、知りたいことがあるとき

に本を使って調べることが減っているなど、子どもが本とつながる機会が減っている。 

・小中高校生へのアンケート結果によると、「読書をしない・できない理由」として、すべての年齢

で「読書をする時間がない」、「読みたいと思う本がない」、「本を読むのがめんどう」と回答した

割合が高く、読書のよさ、楽しさが子どもたちに十分に伝わっていない。 

 ⇒さまざまなデジタルデバイスやツール、魅力的な娯楽が溢れている現代にあって、読書のよ

さ、楽しさを改めて子どもたちに伝えていくことが必要。   

  

不読率を下げるためには、読書習慣のない子どもたち（読書のために時間を割かない・興味を持てるような本がない・本を読むことが面倒

と感じる子どもたち）への取組みが重要となる。読書の概念を広く捉え、子どもたちの発達段階に応じて、「読書の楽しさ」を普及、啓発し

ていく。 

 

すべての子どもたちが読書に親しみ、学び、読書の楽しさを共有できるよう、読書環境の整備と読書活動の推進に、大阪全体で取り組み

ます。 

 

 
 

 
 

 

１ 基本的な考え方 

◆子どもの読書活動は、「豊かな心」や創造力や表現力等様々な力を育み、社会に出るため

の基盤を形成するとともに、人生をより深く生きる力を身に付ける上で重要なものであり、子ど

も一人一人に合った読書活動を行うことができる環境整備の実現に向けて取組む。 

◆国の読書計画や府のこれまでの読書活動の取組、「情報通信手段の普及・多様化」などの

社会情勢の変化を踏まえる。 

第１章 第５次大阪府子ども読書活動推進計画の策定にあたって 

 

読
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第２章  第５次計画の基本方針と重点的な施策 

 

府として実施する重点的な施策を５つ掲げ、具体的方策に基づき取り組んでいく。 

基
本
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針 

視 

点 
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画 
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間 
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R７全国学力・学習状況調査結果 

 

取 

組 

の 

柱 

読書の楽しさを知るための

３つの取組みの柱 

①本を読む楽しさ ②本で学ぶ楽しさ 
 

③本を伝える楽しさ 
 

・本に触れる機会を増やす 

・多種多様な本に触れ、お

気に入りの本を見つける  

・ことばを育む 等 

・知りたいことを本で調べる 

・本から新しい発見をする 

・必要な情報を選んで活用する 

等 

・好きなお話や場面を共有する 

・好きな本を紹介する 

・周りの人と感動を伝え合う 等 

①乳幼児期の保護者や教育保育施設への読書活動支援 
②小、中、高校生へ向けた読書活動推進 
③多様な子どもたちへの読書活動支援             
④地域の図書館の活用促進、子どもに本を届ける環境整備    
⑤インターネット、SNS、デジタル技術の活用          
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＜具体的な方策＞ 

◆特別貸出用図書セットの充実 

◆ボランティア養成講座の実施 

◆子どもと楽しむはじめての絵本」（リーフレット）の作成と配布 

◆教育保育施設職員への子ども読書活動に関する研修の実施 

◆「えほんのひろば」セットの貸出 

◆おはなし会の実施 

◆家庭・教育保育施設・図書館等における幼児期の読書推進の取組みに関する事例の普及、発信等 

◆府立中央図書館ホームページ「こどものページ」「子どもの読書活動推進のページ」の活用 

◆ブックスタートなど、家庭や地域における読み聞かせ活動の支援 

 

重点的な施策１ 乳幼児期の保護者や教育保育施設への読書支援 

 

＜具体的な方策＞ 

◆オーサービジット事業の実施 

◆小学生向けのコンクールの実施 

 ※小学生向けのイベントを新たに実施予定 

◆ビブリオバトル大会（中学生・高校生）・ビブリオバトル研修の実施 

◆中高生向けの本の POP づくりコンクールの実施 

◆高校生のための図書館講座「LibCo（りぶこ）」等の読書イベントの実施 

◆学校図書館（「学習」「情報」「読書」センター機能）活用のための環境整備 

※学校図書館活用のためのリーフレットを作成・配付 

◆図書資料を使った探究学習についての教材の配布や研修の実施 

重点的な施策２ 小、中、高校生へ向けた読書活動推進 
                     

 

＜具体的な方策＞ 

◆多言語えほんリーフレットの作成と配布 

◆「多言語えほんのひろば」セットの貸出 

◆府立中央図書館における子ども向けの点字図書、デイジー図書、ＬＬブック等の充実 

◆府立中央図書館における多言語で書かれた絵本の充実や、おはなし会の実施 

◆えほんのひろばや読み聞かせなど、支援が必要な子どもの状況に応じた本との出合いを提供 

◆特別貸出用図書セットの充実及び協力貸出の実施 

◆障がいのある子どもや日本語指導が必要な子どもに対する読み聞かせ活動の支援 

◆子どもの読書活動に関わる支援者に対する研修や講演等の実施 

◆図書館利用に困難がある子どもやその保護者に対するサービスを実施 

 

重点的な施策３ 多様な子どもたちへの読書活動支援 
 

＜具体的な方策＞ 

◆OSAKA PAGE ONE 

学校、図書館、その他関係機関及び民間団体と協働して、社会全体に対して、子どもの読書活動について

の関心と理解を深めるとともに、子どもの読書活動を推進する気運を醸成し、子どもに読書の楽しさと大切さと

豊かさを伝えることを目的とし、OSAKA PAGE ONE（大阪府子ども読書活動推進普及啓発）を実施。 

◆学校園等への特別貸出用図書セットの貸出 

◆おすすめ本紹介冊子の作成 

◆地域の図書館における読書イベントの実施 

◆ボランティアとの連携支援 

◆人材育成 

◆学校と地域の図書館の連携の強化 

 ※学校図書館支援等、府立図書館や地域の図書館の学校図書館へ本を届けるしくみの強化 

◆読書活動支援者に対する読書関連講演や好事例の紹介 

◆子どもの読書活動を進めるための情報共有の場を設置 

◆国際児童文学館の資料展示・イベントの実施 

  

重点的な施策 4 地域の図書館の活用促進、子どもに本を届ける環境整備 

 

＜具体的な方策＞ 

◆府の公式 X における中高生向け本の紹介「さあ、本を読もう！」を実施 

◆「さあ、本を読もう！」への中高生からの投稿の実施 

◆大阪府中高生ビブリオバトル大会の動画配信等の実施 

◆オーサービジット事業の実施 

◆「ＹＡ！ＹＡ！ＹＡ！べんりやん図書館」の活用 

◆電子書籍の活用に関する情報収集と情報共有 

◆DX における先進図書館の情報収集と情報共有 

  

重点的な施策 5 インターネット、SNS、デジタル技術の活用 

府の重点的な施策 
子どもを取巻く社会情勢や環境の変化、子どもの発達段階ごとの特徴に鑑み、読書活動の普及・推進を目指し、府として実施する重点的な
施策を５つ掲げ、具体的方策に基づき取り組んでいく。 
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第５次 

大阪府子ども読書活動推進計画 

『読書っていいやん！楽しいやん！』 
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令和８（２０２６）年３月 

大阪府教育委員会 
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第１ 子どもの読書活動を推進する意義 

        

読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人

生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」（「子どもの読書活動の推

進に関する法律」第２条）であり、私たちを未知の世界に連れ出してくれ、わくわくさせたり、笑わ

せたり、涙させたり、時には、勇気を与えるなど、様々な感情や感動を湧き起こし、「豊かな心」を

育む助けとなります。 

そしてさまざまなジャンルの書物を読んだり調べることに使ったりすることを通して、自ら学ぶ

楽しさや知る喜びを体得し、更なる知的探究心を育み、真理を求める態度を培うことができます。

さらに、子どもの読書活動は、「豊かな心」や創造力や表現力等、さまざまな力を育み、社会に出る

ための基盤を形成するとともに、これからの人生をより深く『生きる力』*１を身に付けることがで

きる等、とても重要な意義を持っています。 

      「子どもの読書活動の実態とその影響・効果に関する調査」（令和３年度国立青少年教育振興機

構）においても、子どもの頃の読書活動が多い人は、意識・非認知能力と認知機能が高い傾向に

あることが報告されています。つまり「自分には自分らしさがある」という自己肯定感や、「ものご

とを順序だてて考える」などの客観的、多面的、論理的思考力、コミュニケーション能力、何事も進

んで取組む姿勢や意欲などの、人生を豊かにするための能力が高い傾向にあります。 

      また「全国学力・学習状況調査」*２（令和７年度文部科学省）において、「普段読書をする」と回答

した児童・生徒の方が、「読書を全くしない」と回答した児童・生徒よりも、教科の平均正答率が高

い傾向があることがわかっています。 

近年、ＩＣＴ*３の発達により、膨大な情報があふれ複雑化する社会においては、課題や目的に応じ

て、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達

できる能力（情報活用能力）が必要不可欠です。読書は、言葉や知識を獲得し、思考を深化し、新た

なものを創造する力や他者に自らの考えを伝える力、他者の考えを理解・共感する力を養います。 

第５次大阪府子ども読書活動推進計画では、読書に親しみ、学び、読書の楽しさを感じることが

できる、子ども一人一人に合った読書活動を行うための環境整備の実現に向けて取り組みます。 

 

 

第２ 国の動き 

 １．子どもの読書活動の推進に関する法律に基づく基本計画 

       平成１３（２００１）年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成１３年法律第 154 号。以下、

「推進法」という。）が公布・施行されて以降、国は推進法に基づき、おおむね５年間の施策の基本的

方針と具体的な方策を示した基本計画を策定しています。令和５（２０２３）年３月には、第五次基本

計画が策定され、「不読率の低減」「多様な子どもたちへの読書機会確保」「デジタル社会に対応した

読書環境の整備」「子どもの視点に立った読書活動の推進」を基本的方針として、社会全体で子ども

の読書活動を推進することを示しました。 

  

第１章  第５次大阪府子ども読書活動推進計画の策定にあたって 
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  ２．子ども読書活動に関するその他の動き 

 （１）学習指導要領*４の改訂等 

   小学校、中学校、高等学校、支援学校において、令和２年度から４年度にかけて実施された学習習

指導要領では、言語能力を向上させる重要な活動の一つとして、読書活動の充実と、学校図書館を

計画的に利用し、その機能の活用を図り、児童・生徒の自主的、自発的な読書活動を充実させること

が記載されています。また、幼稚園の教育要領（令和元年度実施）では、引き続き、幼児が絵本や物

語等に親しむこととしており、それらを通して想像したり、表現したりすることを楽しむこと等として

います。 

 

   （２）第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」 

   文部科学省では、令和４年度から令和８年度を対象期間とする、第６次「学校図書館図書整備等５

か年計画」を策定しました。この計画は、公立小中学校等の学校図書館における、学校図書館図書標

準*５の達成、計画的な図書の更新、新聞の複数紙配備、学校司書*６の配置拡充が図られることを目

的としており、本計画に基づいた地方財政措置が講じられています。 

    

（３）「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施行 

     令和元（２０１９）年６月に、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（以下、「読書バ

リアフリー法」という。）が公布・施行され、視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に

推進するとともに、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を受けることができる

社会をめざした基本理念や国と地方公共団体の責務等が示され、国や地方公共団体は、視覚障がい

者等が利用しやすい書籍の普及や、障がい者向けサービスの提供体制の強化等が規定されました。 

  これに基づき、大阪府においても、基本的な施策の方向性を示し、取組を推進するための指針とし

て、令和３（２０２１）年３月に「大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画」を策定

しました。（令和８（２０２６）年３月には「第２期大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関

する計画」を策定。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成 13年）※第３章参考資料１ 

 

第８条  政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

第９条  都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）

を策定するよう努めなければならない。  

 

 

【文部科学省】 

「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」 

第五次（令和５年３月） 

【学校図書館】 

・学校図書館法（昭和２８年） 

・学校図書館図書標準（平成５年） 

・「学校図書館図書整備等５か年 

計画」 第６次（令和４年～８年） 

・学校図書館ガイドライン（通知） 

 （平成２８年） 

 

【大阪府】 

「大阪府子ども読書活動推進計画」 

第５次（令和８年３月） 

参考 
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第３ 子どもの読書活動を取巻く社会情勢の変化 

 

第４次計画期間中の社会情勢の変化として、特に子どもの読書活動に影響があると考えられるも

のを記載しました。 

  

1．新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

令和２年度から新型コロナウイルス感染症の影響により、図書館の臨時休館、学校の臨時休校、読

書イベント等の中止等があり、子どもたちが本に触れる機会は減少しました。特に、臨時休校の影響

で学校での読書体験活動が不足したことは、その後の不読率にも大きな影響を与えたと考えられま

す。 

 

２．情報通信手段の普及・多様化 

    こども家庭庁が実施している「青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、児童・生徒の

インターネットの平均利用時間が増加しており、合わせて小学生、中学生、高校生と学校段階が進む

につれて、長時間の利用となる傾向があります。利用内容としては、情報検索やゲーム、動画視聴等

の割合が高い傾向にあります。 

また中高生はコミュニケーションツールとしてもインターネットの利用が大きな割合をしめていま

す。インターネットを利用する機器についても、スマートフォン（76.8％）、学校から配布・指定された

パソコンやタブレット等（74.0％）、ゲーム機（67.8％）、テレビ（65.4％）、自宅用のパソコンやタブ

レット等（子供向けタブレットを含む）（45.8％）と多岐に渡っています。このように近年の情報通信

手段の普及は、子ども読書環境にも大きな影響を与えています。 

学校においても、GIGAスクール構想*８の実現に向けて、1人 1台端末の導入と高速大容量の通

信ネットワークが整備されたことにより、あらゆる授業の場において、児童・生徒はタブレット端末を

活用して学習を進めています。探究学習の際も本（図書資料）の活用とともに、1人 1台端末を活用

して行うことが増えています。 

 

「青少年のインターネット利用環境実態調査」（こども家庭庁） 

（1）調査地域：全国 

（2）調査対象者：（青少年調査）満１０歳から満１７歳まで 

（3）標本数：令和３年度 3,395／令和６年度 3,129 
 
 
 
 
 
○子どもの１日当たりのインターネットの平均利用時間の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 小学生 中学生 高校生 

令和３年度 207.0分 259.4分 330.7分 

令和６年度 223.9分 302.3分 379.4分 
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○子どものインターネットの利用内容（令和６年度）                             

（注１)「いずれかの機器」とは、青少年に対して調査した 7機器（スマートフォン、契約していないスマートフォン、携帯電話、自宅

用のパソコンやタブレット等、学校から配布・指定されたパソコンやタブレット等(GIGA端末)、ゲーム機、テレビ）のうち、いずれ

かの機器でインターネットを利用していると回答した青少年をベースに集計。 

（注２)「スマートフォン」とは、スマートフォンでインターネットを利用していると回答した青少年をベースに集計。 

 

３．さまざまな言語・文化に触れる機会の増加 

昨今、府内の在留外国人は、増加傾向にあるとともに国籍も多様化傾向にあり、子どもが、多くの

ことばや知識を得たり、多様な考えや文化に触れる機会が増えています。 

令和６（２０２４）年１２月３１日現在の大阪府内の在留外国人数は 333,564人であり、府の人口の

約 3.8％にあたります。（大阪府人口：8,769,534人「大阪府毎月推計人口」（令和７年１月１日現在）

による）また令和５（２０２３）年５月１日現在の、府内の小学校・中学校・高校に在籍する外国人生徒は

9,743人で、全体の約 1.2％にあたります。 

 令和７年度には、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」が開催されました。この万博を機

に、子どもたちがこれまで知らなかったさまざまな国の言語や文化に興味を持ち、さらに大阪府が

世界中の国や人々と繋がることが増えると考えられます。 

 

大阪府の主な国籍・地域（出身地）別 在留外国人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュ

ニケー

ション 
ニュース 情報 

検索 
地図・ナ

ビ 
音楽 

視聴 
動画 

視聴 

電子 

書籍 

(読書) 

電子 

書籍 

（マン

ガ） 

ゲーム 
ショッ

ピング 

等 
勉強 

 

撮影 

制作 

記録 

 

その他 

小学生 い
ず
れ
か
の
機
器 

48.6 36.9 72.3 26.4 54.8 89.7 8.5 8.6 86.6 4.8 73.9 29.9 13.6 

中学生 80.8 57.1 87.6 54.0 79.9 94.2 16.9 32.2 86.7 13.7 76.2 37.9 12.5 

高校生 90.1 61.2 91.0 69.1 91.8 95.2 19.0 44.5 80.8 41.3 78.9 48.0 10.6 

小学生 
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン 

61.7 15.5 63.0 21.9 50.1 74.4 4.6 7.9 68.7 2.8 19.0 29.1 3.7 

中学生 86.7 39.4 84.6 56.0 79.1 88.9 14.8 31.4 75.0 13.0 43.8 36.6 2.9 

高校生 90.4 49.9 88.5 68.4 90.9 92.8 17.7 43.8 73.9 39.7 55.6 45.3 2.8 

（％） 

令和６年１２月３１日現在（出典：法務省「在留外国人統計」） 
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第４ 大阪府の子ども読書活動推進計画 

  

  １．計画の役割 

          大阪府子ども読書活動推進計画は、推進法第９条第１項に規定される「都道府県子ども読書活動

推進計画」に基づき策定するものであり、本府における子どもの読書活動の推進に関する基本方針

と重点的な施策を示すものです。 

        また、府民のみなさまに対して、この計画で示す方針や施策についての理解と協力、積極的な参画

を願うものです。同時に、市町村に対しては、各自治体の実情に応じて積極的な取組を期待するも

のです。 

   

２．府のこれまでの動き 

        大阪府では、以下のとおり第４次までの「大阪府子ども読書活動推進計画」を策定してきました。 

 

第
１
次
計
画 

平成 15年度から平成 22年度 

○基本方針 

・府内のすべての子どもたちが本を読む喜びを味わい、豊かな感性をもつことができる   

  ような環境づくりに取組みます。 

○主な取組 

・子どもたちが読書の魅力を発見できるような取組 

・図書館・学校図書館の魅力を高めて、子どもたちの自主的な読書を支援 

・子どもの読書活動に関わる団体・組織が連携することによって生み出される力の魅力    

  を共有できるような支援 

 

第
２
次
計
画 

平成 23年度から平成 27年度 

○基本方針 

・「読んでみたいと思う本が、子どもの周りにある」「本を紹介する人が、子どもの周り 

にいる」ことを柱とした読書環境づくりを社会全体で進め、子どもの自主的な読書活 

動の推進を図ります。 

○主な取組 

・乳幼児の保護者への啓発 

・学校と公立図書館や読書ボランティアとの連携 

・公立図書館や学校等の取組の支援 

 

単位：（人）　

外国人 児童・生徒 外国人 児童・生徒 外国人 児童・生徒 外国人 児童・生徒 外国人 児童・生徒
児童・生徒

数
総数

児童・生徒
数

総数
児童・生徒

数
総数

児童・生徒
数

総数
児童・生徒

数
総数

小学校 4,658 433,013 4,962 427,884 5,389 422,433 5,469 416,847 6,250 379,245

中学校 2,017 221,426 2,013 220,342 2,024 221,610 2,085 219,494 2,250 217,213

高校（※） 1,350 220,504 1,354 214,115 1,194 207,262 1,253 202,876 1,243 198,941

計 8,025 874,943 8,329 862,341 8,607 851,305 8,807 839,217 9,743 795,399

大阪府内　外国人児童・生徒数の推移

令和５年５月1日現在、府内の小学校・中学校・高校に在籍する外国人生徒は9,743人で、全体の約1.2% であった。

令和５年令和元年 令和２年

※高校は全日制及び定時制の合計
各年５月１日現在　 (出典：大阪府「大阪の学校統計」）

令和３年 令和４年

３－５９ 
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第
３
次
計
画 

平成 28年度から令和２年度 

○基本方針 

・発達段階や生活の場に応じて本と親しむことにより、全ての子どもが読書の楽しさと大切

さを知り、自主的に読書活動を行うことができる環境整備に大阪全体で取り組みます。 

○主な取組 

・家庭、学校、地域、街なかで、乳幼児や児童への読み聞かせの機会の拡大 

・読書離れが進む中高生が、読みたいと思う魅力的な本と出合う機会の拡大 

・子どもの読書活動に関わる人材の確保及びスキル向上並びに支援人材同士で、相談・  

協力・連携できるネットワークづくり 

 
 
 
 
 

第
４
次
計
画 

令和３年度から令和７年度 

○基本方針 

 ・発達段階や生活の場に応じて、全ての子どもが読書への興味・関心を高め、必要な知識を

得るとともに、自ら楽しみながら読書活動を行うことができる環境整備をするために、大

阪全体で取組みます。 

○主な取組 

 ・読書活動普及・啓発 

 ・乳幼児の時期の保護者や教育保育施設への読書活動支援 

 ・中高生が読書への興味・関心を高めるためのインターネットを活用した取組 

 ・支援が必要な子どもへの読書環境づくり 

 ・子どもに本を届けるネットワークの整備 

 ・子どもの読書活動を進めるための組織の設置 

 ・電子書籍の活用検討 

 
 

３． 第４次計画における取組みと成果 

    １．取組み 

       少しでも本を読む子どもを増やすことをめざし、令和７年度までに「本を全く読まない子ども」の

割合（不読率）を全国平均（※）以下とすることを成果指標として、以下の取組みを行いました。 

※全国学力・学習状況調査結果（文部科学省）による数値（令和元年度：小学６年生 18.7％、中学３年生 34.8％） 

 

（１）取組みの柱 

 具体的な取組みの方向性として５つの柱のもと、発達段階の特徴をとらえながら、 

子ども一人一人に合った読書環境整備の実現に向けて取り組んできました。 

① 【ことばを知り】理解できる「ことば」の量を増やす 

② 【本にひかれ】本を読みたいと思う気持ちへ導く 

③ 【本に出合い】身近な場所で本と出合う環境を整える 

④ 【本に親しみ】本に親しむ時間を取れるような環境を整える 

⑤ 【本に学ぶ】自分の目的に応じた本を探し、読み取る力をつけていくことができる 

環境を整える 

     

３－６０ 
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 （２）７つの重点的な施策 

① 読書活動普及・啓発 
 

     図書館でのおはなし会や商業施設等でのえほんのひろば*９をはじめ、学校園向けの取組み

である、作家が学校園に訪問するオーサービジット事業*１０や中高生向けのビブリオバトル大

会等の実施、SNS*１１を活用した読書活動啓発の実施等、さまざまな子どもたちに対して、少

しでも本に興味・関心を持ってもらえるよう読書活動の啓発を行いました。 

 

 ② 乳幼児の時期の保護者や教育保育施設への読書活動支援 
 
     民間事業者の協力を得て乳幼児期のおすすめ本リーフレットの作成・配布、乳幼児向けの特

別貸出セットの充実、教育保育施設の職員を対象とした講座・研修の実施等、教育保育施設や

保護者への幅広い支援に取り組みました。 
 
 

③ 中高生が読書への興味・関心を高めるためのインターネットを活用した取組み 

     府の公式 X*１２（旧 Twitter）における中高生向け本の紹介「さあ、本を読もう！」の実施、イ

ンスタグラム*１３でのオーサービジット事業やおすすめ本の紹介の実施等、ＳＮＳを活用した中高

生向けの取組みを行いました。 

      

     ④ 支援が必要な子どもへの読書環境づくり 

     府立中央図書館において子ども向けの点字図書・デイジー図書*１４・LLブック*１５等を充実

させ、手話でのおはなし会を行ったり、支援学校への出前おはなし会を実施したりしました。

また「多言語読書活動推進事業」を新たに実施し、多言語えほんのひろばの開催や外国語保

護者向け絵本紹介リーフレットの作成・配布を行いました。また 府立中央図書館において

も、多言語絵本の充実やおはなし会に取り組みました。 

      

     ⑤ 子どもに本を届けるネットワークの整備 

    発達段階ごとの特徴に合わせた、特別貸出用図書セットの貸出を行いました。また子どもと本

を繋げる人材の育成として、ボランティア養成講座や司書セミナー、学校向けのビブリオバトル

研修や学校図書館活用のための研修等、子どもに本を届けるためのさまざまな取組みを実施

しました。 

      

     ⑥ 子どもの読書活動を進めるための組織の設置 

    子ども読書活動の推進に取組む関係各課による子ども読書活動推進会議を設置し、子どもの

読書活動の取組の進捗管理、子どもの読書活動を取巻く環境の変化や課題の共有とともに、毎

年度事業計画の内容を検討しました。また、その内容について、大阪府社会教育委員会議へ毎

年度報告し、意見を聞きながら、取組みに反映していきました。 

 

 

     ⑦ 電子書籍*１６の活用検討 

    電子書籍貸出サービスの状況について、府域市町村図書館へアンケートを実施し、電子書籍に

よる読書環境について検討しました。そしてさまざまなデジタルコンテンツを紹介しました。 

 

 

 
３－６１ 
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大阪 全国【中学３年生】
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大阪 全国【小学６年生】

 （３）成果指標の達成状況 
 

   「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）における府の「本を全く読まない」子どもの割合（令和

７年度）は、小学６年生：33.7％（全国 29.2％）、中学３年生：47.5％（全国 41.8％）となってお

り、目標の全国平均以下には達していませんが、第４次計画に基づく取組みを実施した結果、「本

を全く読まない」子どもの割合は、第４次計画策定時の令和元年度と比較して、令和７年度は全国

平均と大阪府平均の差を縮めることができました。 

  

○「本を全く読まない」児童・生徒の割合（不読率） 

  

 

   

   

       

  

 

 

 

      （※）令和２年度は実施なし、令和６年度は調査項目なし 

 

第５ 子どもの読書活動の現状と課題 
 

   １．令和６年度大阪府子ども読書活動調査（大阪府教育庁） 

大阪府では第５次計画の策定にあたり、子どもの読書活動の状況等を把握・分析することを目的

に、府内の子ども・保護者の読書活動に関する意識や習慣、学校・教育保育施設・社会教育施設にお

ける子ども読書活動推進の取組み状況等を調査しました。 

 

①調査名称  「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」（以下、「令和６年度読書調査」という。） 

      

②調査時期   令和６（２０２４）年１２月から令和７（２０２５）年３月 

 

③調査対象 

（ア）国公私立の小中高支援学校（義務教育学校含む）の児童・生徒〔抽出調査〕 

       （小学５年生：1,609人 、中学２年生：3,214人 、高校２年生：4,400人） 

     （イ）保護者（（ア）の児童・生徒の保護者）〔抽出調査〕 

      （ウ）国公私立小中高支援学校（義務教育学校含む） 

      （エ）国公私立幼稚園（認定子ども園等含む） 

      （オ）公私立保育所（認定子ども園等含む） 

      （カ）公立図書館（分館、公民館図書室含む） 

      （キ）公民館（（カ）を除く）、公民館類似施設 

      （ク）青少年教育施設       

 

④調査方法  調査内容や方法を各市町村の窓口を通して対象者や対象施設に周知し、 

オンラインにて回答していただきました。 

３－６２ 
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２．調査結果から見える現状と課題 

    「令和６年度読書調査」結果における「読書好き」な子どもの割合は、すべての校種の子どもに

おいて令和元年度調査と比べて、結果は少し減っていますが、ほぼ横ばいを保っており、小学生

は７３％、中学生は 62.6％、高校生は 62.1％と６～７割の子どもが「読書すること」に対して好

意的に感じています。大阪府の子どもたちの不読率は高いですが、読書を好きな子どもは比較的

多いことが分かります。 

 

Q．あなたは読書が好きですか。  

【R元年度】                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 【R６年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q．読書をしない、またはできない理由（複数回答可）  

   
 読書をする

時間がない 

読みたいと
思う本がな
い 

どの本を読
んで良いか
わからない 

読書をする
必要性を感
じない 

本を勧める
人が周りに
いない 

本の値段が
高い 

地域の図書
館が近くに
ない 

小５ 

(n=677) 

240人 

(35.5%) 

239人 

(35.3%) 

96人 

(14.2%) 

72人 

(10.6%) 

38人

(5.6%) 

45人

(6.6%) 

23人

(3.4%) 

中２ 

(n=1734) 

586人 

(33.8%) 

689人 

(39.7%) 

214人 

(12.3%) 

257人 

(14.8%) 

95人 

(5.5%) 

231人 

(13.3%) 

51人 

(2.9%) 

高２ 

(n=2441) 

1035人 

(42.4%) 

1009人 

(41.3%) 

252人 

(10.3%) 

215人 

(8.8%) 

88人 

(3.6%) 

187人 

(7.7%) 

53人 

(2.2%) 

 本屋が近く
にない 

家に読みた
い本がない 

学校図書館
（室）が開い
ていない 

本を読むの
がめんどう 

友だちや家
族が本を読
んでいない 

わからない そ の 他 

小５ 

(n=677) 

56人 

(8.3%) 

82人 

(12.1%) 

8人 

(1.2%) 

202人 

(29.8%) 

30人 

(4.4%) 

103人 

(15.2%) 

49人 

(7.2%) 

中２ 

(n=1734) 

86人 

(5.0%) 

222人 

(12.8%) 

24人 

(1.4%) 

712人 

(41.1%) 

93人 

(5.4%) 

208人 

(12.0%) 

132人 

(7.6%) 

高２ 

(n=2441) 

56人 

(2.3%) 

307人 

(12.6%) 

10人 

(0.4%) 

900人 

(36.9%) 

130人 

(5.3%) 

142人 

(5.8%) 

78人 

(3.2%) 

（大阪府教育庁「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」） 

（大阪府教育庁「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」） 

（大阪府教育庁「令和元年度大阪府子ども読書活動調査」） 
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「令和６年度読書調査」結果における「読書をしない理由」のうち、特に回答割合の高かった「読書

をする時間がない」「読みたいと思う本がない」「本を読むのがめんどう」の３つの理由について、子

どもの読書活動における課題と捉え、子どもの読書活動を取巻く社会情勢の変化や国の計画策定

における有識者意見等を踏まえて、次のとおり要因を分析しました。 

 

 

（１）分析結果 

①「時間がない」➡ 読書時間を確保できない、読書のために時間を割かない 

Q．「読書をする時間がない」を選んだ人の、本を読む時間がない理由（複数回答可） 

 

   「令和６年度読書調査」において、「読書をする時間がない」理由は、小学生は「ゲーム」「友だちと

の遊びや付き合い」「塾や勉強」の順で多く、中学生は「塾や勉強」「テレビやユーチューブ*１７、SNS

などの動画を観る」「友だちとの遊びや付き合い」の順で多く、高校生は「学校での放課後活動(クラ

ブ活動、生徒会活動など)」「塾や勉強」「テレビやユーチューブ、SNSなどの動画を観る」の順で多く

なっています。 

 「勉強」や「部活動」など、子どもが自由に時間の使い方を決めることができない活動がある一方

で、それよりも多くの時間を「ゲーム」や「テレビやユーチューブ、SNSなどの動画を観ること」に費

やしていることが伺えます。「情報通信手段の普及」によって、急速に子どものインターネットの利用

時間が増加しており、それが不読の原因の１つとなっていることが分かります。前述した第３におい

ても、子どもの１日当たりのインターネットの平均利用時間が増加し、小学生で 3時間半、中学生、高

校生は５時間を超えていることが明らかになっています。（「青少年のインターネット利用環境実態調

査」（こども家庭庁）） 

 

 

 
塾 や 勉 強 

学 校 で の 
放 課 後 活 動 
（ 部 活 動 ・
生徒会活動等） 

習い事や 
ボランティア活
動など 

家のお手伝いや
家の用事など 

テレビやユーチュ
ーブ、SNSなど
の動画を観る 

小５ 
(n=240) 

145人 

(60.4%) 

32人 

    (13.3%) 

135人 

(56.3%) 

79人 

(32.9%) 

125人 

   (52.1%) 

中２ 
(n=586) 

504人 

(86.0%) 

394人 

(67.2%) 

230人 

(39.2%) 

152人 

(25.9%) 

471人 

   (80.4%) 

高２ 
(n=1035) 

609人 

(58.8%) 

685人 

(66.2%) 

103人 

(10.0%) 

125人 

(12.1%) 

561人 

(54.2%) 

 インターネット・メ
ール・SNS・電話 

友だちとの遊びや
付 き 合 い 

ゲ ー ム そ の 他  

小５ 
(n=240) 

66人 

(27.5%) 

167人 

(69.6%) 

171人 

(71.3%) 

63人 

(26.3%) 

 

中２ 
(n=586) 

368人 

(62.8%) 

429人 

(73.2%) 

405人 

(69.1%) 

123人 

(21.0%) 

 

高２ 
(n=1035) 

488人 

(47.1%) 

471人 

(45.5%) 

306人 

(29.6%) 

137人 

(13.2%) 

 

 

小学５年生 中学２年生 高校２年生 

①読書をする時間がない

（35.5％） 

②読みたいと思う本がない

（35.3％） 

③本を読むのがめんどう

（29.8％） 

①本を読むのがめんどう

（41.1％） 

②読みたいと思う本がない

（39.7％） 

③読書をする時間がない

（33.8％） 

①読書をする時間がない

（42.4％） 

②読みたいと思う本がない

（41.3％） 

③本を読むのがめんどう

（36.9％） 

（大阪府教育庁「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」） 
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下の表は、文部科学省「令和６年度全国学力・学習状況調査」の中の、１日当たりのゲームや SNS、

動画視聴が４時間以上の子どもの割合です。この結果を見ると、特に大阪府の子どもたちは、全国

と比較し、ゲームやインターネットの利用時間が長い傾向にあります。 

このことからも、不読率が高い傾向にある要因の１つとして、情報通信機器の普及が急速に進み、

読書以外（インターネットを利用した動画視聴、ゲーム、SNSなど）のことに時間を費やすことが増

え、読書に時間を割かない子どもが増加し、全国平均と比べて、高い不読率となっていることが考え

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「読みたいと思う本がない」➡ 興味を持てるような本が身近にない、身近な本とつながることが

できる環境が十分に整備・活用されていない 

 「読みたいと思う本がない」と回答した要因については、主に次の３点が想定されます。 

・本自体に興味・関心が向けられていない 

・身近な本とつながることができる環境が十分に整備・活用されていない 

・読みたい本が偏っており、幅広い本を読む習慣がついていない ことの３つです。 

 

    １点目の「本自体に興味・関心が向けられていない」については、そもそも読書への興味・関心がな

い子どもや必要性を感じていない子ども、分析結果①で示した読書以外のことに興味・関心が向け

られて、読書への興味・関心が薄れている子どもがいることが考えられます。 

  ２点目の「身近な本とつながることができる環境が十分に整備・活用されていない」については、

子どもたちにとって身近な図書館があまり利用されていないことが考えられます。なぜなら子ども

たちに読む本の入手方法を調査したところ、小学生は学校図書館で借りる子どもが多く、学校図書

館が比較的よく利用されていることが分かりましたが、一方中学生や高校生は学校図書館で借りる

と回答している生徒の割合が低く、あまり学校図書館が利用されていないことが分かりました。さら

に地域の図書館については、小中高生ともに利用率が低く、地域の図書館がすべての年代であまり

利用されていないということが分かりました。また他にも「家に読みたい本がない」「本の値段が高

い」「本屋が近くにない」などの回答もあることから、さまざまな事情により、家庭等の身近な場所に

本がない子どもがいるということも想定されます。そして本を読みたいときに図書館が遠かったり

開いてなかったりすると、読書をしない選択になってしまうため、子どもたちと本がつながる場所と

いう部分で改善が必要です。 

３点目の「読みたい本が偏っており、幅広い本を読む習慣がついていない」については、２点目が

改善されると、子どもたちが図書館等でさまざまな種類の本に出合い、幅広く読書に親しむ習慣を

つけることができます。そしてそれは、子どもたちの興味や知識の広がり、思考力の向上や創造力の

育成などにつながります。また生涯学習の場である図書館が身近になることは、大人になっても自

ら読書に親しむ子どもを育むことができます。 

 

 小学校 中学校 

大阪府平均 全国平均 大阪府平均 全国平均 

1日当たりのゲームに費やす

時間が４時間以上の割合 
23.0% 17.7% 22.8% 16.6％ 

1日当たりの SNSや動画視

聴に費やす時間が４時間以上

の割合 
16.6% 11.9% 16.6% 18.2% 

（文部科学省「令和６年度全国学力・学習状況調査」） 
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 Q．読む本の入手方法（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「本を読むのがめんどう」➡ 本を読むこと自体がめんどう、読書することへの価値観が低い 

   

「本を読むのがめんどう」と回答した子どもは、「本を読まない理由」を複数選択している割合が高

く、特に「読みたいと思う本がない」「読書をする時間がない」「読書をする必要性を感じない」を選択

している割合が高いという結果となりました。 

また、読みたいと思う本がない、どんな本が読みたいか分からないといった、本に対する興味の

幅もせまいことも考えられます。こうした子どもたちには、さまざまな本を紹介し、本のおもしろさ、

楽しさを伝える活動が特に必要だと考えられます。本のおもしろさ、楽しさを知ることで、読書への

価値も高まることが期待されます。 

 

Q．「本を読むのがめんどう」と回答した子どもの読書をしないその他の選択した回答  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校図書館で
借 り る 

地域の図書館
で 借 り る 本屋で買う 古本屋で買う 

インターネット
で買う 

友だちや知り合
いに借りる 

小５ 
(n=1609) 

1181人 

(73.4%) 

505人 

  (31.4%) 

887人 

(55.1%) 

227人 

(14.1%) 

278人 

(17.3%) 

196人 

  (12.2%) 

中２ 
(n=３２１４) 

896人 

(27.9%) 

556人 

(17.3%) 

2138人 

(66.5%) 

548人 

(17.1%) 

666人 

(20.7%) 

547人 

  (17.0%) 

高２ 
(n=１９５９) 

354人 

(18.1%) 

358人 

(18.3%) 

1549人 

(79.1%) 

469人 

(23.9%) 

550人 

(28.1%) 

303人 

(15.5%) 

 先生に借りる 家にある本を
読 む 

電 子 書 籍 を 
借 り る 

電 子 書 籍 を 
買 う 

そ の 他  

小５ 
(n=1609) 

17人 

(1.1%) 

677人 

(42.1%) 

68人 

(4.2%) 

５人 

(0.3%) 

４９人 

(3.0%) 

 

中２ 
(n=３２１４) 

49人 

(1.5%) 

1051人 

(32.7%) 

261人 

(8.1%) 

１８８人 

(5.8%) 

７５人 

(2.3%) 

 

高２ 
(n=１９５９) 

34人 

(1.7%) 

550人 

(28.1%) 

185人 

(9.4%) 

１５９人 

(8.1%) 

６２人 

(3.2%) 

 

  
読書をする時
間がない 

読みたいと思
う本がない 

どの本を読ん
で良いかわか
らない 

読書をする必
要性を感じな
い 

本を勧める人
が周りにいな
い 

本の値段が高
い 

地域の図書館
が近くにない 

小５ 

(n=202) 

５６人 

(27.7%) 

８０人 

(39.6%) 

３９人 

(19.3%) 

４６人 

(22.8%) 

１５人 

(7.4%) 

１７人 

(8.4%) 

９人 

(4.5%) 

中２ 

(n=712) 

２２０人 

(30.9%) 

３４３人 

(48.2%) 

１１１人 

(15.6%) 

１８９人 

(26.5%) 

５６人 

(7.9%) 

１１５人 

(16.2%) 

３０人 

(4.2%) 

高２ 

(n=900) 

２７２人 

(30.2%) 

３９３人 

(43.7%) 

１１７人 

(13.0%) 

１４３人 

(15.9%) 

６１人 

(6.8%) 

８１人 

(9.0%) 

２４人 

(2.7%) 

 本屋が近くに
ない 

家に読みたい
本がない 

学校図書館
（図書室）が開
いていない 

友だちや家族
が本を読んで
いない 

わからない そ の 他 

小５ 

(n=202) 

１３人 

(6.4%) 

３４人 

(16.8%) 

２人 

(1.0%) 

１７人

(8.4%) 

１２人 

(5.9%) 

４人 

(2.0%) 

中２ 

(n=712) 

３９人 

(5.5%) 

１３２人 

(18.5%) 

１５人 

(2.1%) 

６４人 

(9.0%) 

２３人 

(3.2%) 

２６人 

(3.7%) 

高２ 

(n=900) 

２４人 

(2.7%) 

１４４人 

(16.0%) 

４人 

(0.4%) 

８８人 

(9.8%) 

１９人 

(2.1%) 

１３人 

(1.4%) 

（大阪府教育庁「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」） 

（大阪府教育庁「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」） 
３－６６ 
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（２）現状と課題を踏まえた施策の方向性 

 

令和６年度読書調査の結果、子ども読書活動を取巻く社会情勢の変化及び第４次計画における取

組み成果と課題を踏まえ、第５次計画においては、不読率を下げるために、読書習慣のない子ども

たち（読書のために時間を割かない・興味を持てるような本がない・本を読むことが面倒と感じる子

どもたち）に対する取組みに重点を置き、読書の概念を広く捉え、子どもたちの発達段階に応じて、

「読書の楽しさ」を普及、啓発していきます。また大阪府のすべての子どもたちの読書機会を確保し、

子どもの視点に立った読書活動の推進ができるよう第４次計画を継承しながら作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○C2014 大阪府もずやん 

 

３－６７ 
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第１ 基本方針 
 

    

 

 

 

 

 

第２ 視 点 

 

基本方針に基づき取組む上で留意が必要な事項 

・令和６年度読書調査において、小学生、中学生及び高校生の発達段階によって、読書をしない・ 

できない理由等に異なる特徴が見られたこと。 

・「読書のために時間を割かない」、「興味を持てるような本がない」、「本を読むことが面倒」などの 

理由により、読書活動ができていない子どもがいること。 

・国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（令和５年３月）」の基本的方針にもあるよう 

に、子どもの意見を年齢や発達段階に応じて積極的かつ適切にこども政策に反映する等、子どもの 

視点に立った読書活動の推進が求められること。 

このような状況を踏まえて、以下の視点で子ども一人一人に合った読書環境を整備します。 

 

 

   

 

  

  

第３ 計画における読書の位置づけ 

  

・紙媒体に限らず、電子媒体の本（絵本・物語・ノンフィクション・図鑑・事典・新聞・雑誌・マンガ）を 

読むこと。 

・１冊すべてではなく、一部分でも読むこと、調べるために使うこと。（図表・写真・絵画・地図などを

見る、聞く、活用することを含む。）  

このように第５次計画では、読書の概念を広く捉え、子どもが、発達段階や生活の場の状況に応じ

て、自分自身に合った読書活動ができるよう「読書」を位置づけます。 
 
 

第４ 計画期間 

 

計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

 

 

第２章  第５次計画の基本方針と重点的な施策 

すべての子どもたちが読書に親しみ、学び、読書の楽しさを共有できるよう、読書環境の整備と

読書活動の推進に、大阪全体で取り組みます。 

基本方針 

読書の概念を広く捉え、子どもたちの発達段階に応じて、「読書の楽しさ」を普及、啓発していく。 

視 点 

３－６８ 
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第５ 成果指標 

 

成果指標については２つの指標を掲げます。 

１つ目に、達成できなかった「第４次計画」の成果指標を引継ぎ、不読率の全国平均以下を目指し

ます。２つ目に、他府県と比較するだけではなく、大阪府の毎年の不読率の変化を見ていくことが重

要ではないかと考え、大阪府の調査において「本を全く読まない子ども（不読率）の割合を毎年減少

させる」ことを目指します。 

そして第５次計画においても、一人でも多くの子どもが読書活動を行うことをめざし、「不読率の

改善」を成果指標に掲げることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）の児童・生徒に対する質問「学校の授業時間以外に、普段

（月曜日から金曜日）、１日当たりどのくらいの時間、読書をしますか。（教科書や参考書、漫画や雑誌

は除きます。）」に対し、「全く読まない」と回答した児童・生徒の割合 

 
 
 

  
 

 

 

第６ 取組みの方向性 
 

読書の楽しさを知るための ３つの取組みの柱 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学６年生 中学３年生 

全国 29.2％ 41.8％ 

大阪 33.7％ 47.5％ 

①第４次計画に引き続き、計画期間最終年度までに「本を全く読まない子ども」の割合（不読率）

を全国平均以下とする。 

②「本を全く読まない子ども」（不読率）の割合を毎年減少させる。 

※全国学力・学習状況調査結果（文部科学省）による数値 

※大阪府小学生すくすくウォッチ*１８（小学 5年生）、中学生チャレンジテスト*１９（中学 2年生）による数値 

 

成果指標 

○C2014 大阪府もずやん 

 

（文部科学省「令和７年度全国学力・学習状況調査」） 

○C2014 大阪府もずやん 

 

○C2014 大阪府もずやん 

 

・本に触れる機会を増やす 
・多種多様な本に触れ、自分の
お気に入りの本を見つける  
・ことばを育む 等 

・知りたいことを本で調べる 
・本の内容から新しい発見をする 
・必要な情報を選んで活用する 等 

・好きなお話や場面を共有する 
・好きな本を紹介する 
・周りの人と感動を伝え合う 等 

   本を読む楽しさ 本で学ぶ楽しさ 本を伝える楽しさ 

子どもたちの発達段階に応じた取組みを進めていく 

３－６９ 
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１．本を読む楽しさ 

さまざまな種類の本に出合い、本を読むこと、読んでもらうことの楽しさを知り、本に対する興

味・関心を深めます。そして自分のお気に入りの本や作者を見つけたり、いろいろなジャンルの本を

読めるようになったりと、読書の楽しさを実感することで、「新しい発見」や「感動」「いろいろな人の

考え方に触れる」など、本の持つ魅力を認識し、また次の本との出合いにつなげていくことができま

す。読書の魅力を知っている子どもは、多様な選択肢のある生活の中で、一時的に読書から離れる

ことがあっても、興味や必要性が生じたときに、気軽に本を開くことができます。 

そのためには、子どもの身近な場所で本と出合う環境を整えることが大切です。例えば保護者な

どまわりの大人からの本の読み聞かせや、先生や友達からのおすすめの本の紹介、インターネットや

メディアを通した本の紹介等、子ども一人一人がそれぞれ興味・関心を示すものに応じて、本を読み

たいと思う気持ちへ導くことが重要です。 

また同時に、多様な子どもたちに対応した取組みを行うことも重要です。「ことば」を理解すること、

自分で本を読めるようになることなど、理解できる「ことば」の量を増やし、すべての子どもが読書

に親しむことができる支援と取組みが必要です。 

 

 

    ２．本で学ぶ楽しさ 

分からないことや知りたいことがあったときに、本を開いて調べることは、自らの知識を広げ、考

えを深め、問題を解決しようとする資質・能力の向上につながります。本にはたくさんの人の知恵や

知識がつまっており、読書を通してそれを自分の学びにすることができます。そしてこのように自分

でうまく答えを導き出した経験は、自信となり、喜びとなり、充実感をもたらせてくれます。またその

中で新たな発見もあり、学びが広がっていくこともあるでしょう。たくさんの情報から、今自分に本

当に必要な情報を選んで活用する力も身につきます。読書は、感動や新たな知識を得るだけでなく、

社会の中で生きていく様々な力を育むことができます。 

家庭や学校、地域が協力して、子どもが自分の目的に応じた本を探し、そこから情報を読み取って

学ぶ力をつけていくことができるような環境を整えることが重要です。 

 

 

    ３．本を伝える楽しさ 

 感動したお話、おもしろかった場面、新たに発見したこと等、本を読むことを通して感じた自分の

気持ちや、調べて分かったことを、さまざまな形で共有し、周りの人に伝えることは、自分の考えや

気持ちを表現し、コミュニケーション能力や論理的思考力、主体性を育むことにつながります。また

自分の思いや考えを知ってもらうこと、認めてもらうことは、喜びと自己肯定感を高めることにつな

がります。 

 一方、本の楽しさを伝えることは、本に興味がない子どもや読書への関心が薄い子どもたちへの

働きかけにもなります。友だちや知り合いのおすすめ本は「読んでみようかな」という気持ちや読書

のきっかけになることもあると考えられます。学校や図書館などさまざまな生活の場で、子どもた

ちが本を通して伝える楽しさを知る取組みを実施し、子どもたちの読書への意欲を高めることが重

要です。 

 

 

 
３－７０ 
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第７ 府の重点的な施策と具体的方策 

  

子どもを取巻く社会情勢や環境の変化、子どもの発達段階ごとの特徴に鑑み、読書活動の普及・

推進を目指し、府として実施する重点的な施策を５つ掲げ、具体的方策に基づき取り組んでまいりま

す。なお、具体的方策については、計画期間中の情勢の変化により、事業内容を随時見直す等の検

討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的な施策 １  乳幼児期の保護者や教育保育施設への読書活動支援 

 

乳幼児期の読み聞かせなどの読書活動は、子どもたちの言語能力や想像力、共感力、集中力を

育み、読書への最初の入口となります。乳幼児の時期の子どもの読書活動については、家庭が大

きな役割を担っており、令和６年度読書調査において、９割近くの保護者が、子どもに絵本や本を

読んだことがあると回答するなど、多くの保護者が読み聞かせの重要性を認識していると考えら

れます。一方で、保護者に対する読書活動の取組みを行うことができていない教育保育施設へ理

由を聞いたところ、人的・予算的な余裕がない、施設が狭いため本を置くスペースがない、保護者

が時間がないため実施が困難であるという回答がありました。 

第５次計画では、第４次計画に引き続き、読書活動の取組みを行うことができていない教育保

育施設や、時間のない保護者に焦点を置いて幅広い読書支援を実施し、子どもたちのその後の

読書への興味・関心につなげていきます。 

◆特別貸出用図書セットの充実 

・言葉遊び、食べもの等、子どもの興味や生活に応じたテーマでそろえた絵本のセットのほか、 

手遊び・わらべうた等の貸出セットの充実 

 

◆ボランティア養成講座の実施 

・乳幼児の時期の子ども・保護者に対する読み聞かせなどのボランティアの養成講座の実施 

 

◆子どもと楽しむはじめての絵本」（リーフレット）の作成と配布 

・0、1、2歳児のための絵本の選び方や、保護者の接し方などを広く解説したリーフレットの作成 

と配布 

 

◆教育保育施設職員への子ども読書活動に関する研修の実施 

・教育保育施設の職員等を対象とした読み聞かせ講座等の研修を実施 

 
 

具 体 的 方 策 

①乳幼児期の保護者や教育保育施設への読書活動支援 

②小、中、高校生へ向けた読書活動推進 

③多様な子どもたちへの読書活動支援 

④地域の図書館の活用促進、子どもに本を届ける環境整備 

⑤インターネット、SNS、デジタル技術の活用 

３－７１ 
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★「子どもと楽しむはじめての絵本」（リーフレット） 令和７年度配布版 

 [https://www.pref.osaka.lg.jp/o180090/chikikyoiku/oyatokoga/index.html] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的な施策 ２ 小、中、高校生へ向けた読書活動推進 
 

  令和７年度の大阪府の小中学生の不読率は、小学６年生 33.7％ （全国 29.2％）、中学３年

生 47.5％（全国 41.8％）【全国学力・学習状況調査】であり、令和６年度の高校２年生の不読

率は 55.5％【令和６年度読書調査】と高い結果になっています。 

前述したとおり、この不読率を下げ、多くの子どもたちに読書に親しんでもらうためには、読

書習慣のない子どもたち（読書のために時間を割かない・興味を持てるような本がない・本を

読むことが面倒と感じる子どもたち）への取組みが重要となってきます。 

 

◆「えほんのひろば」セットの貸出 

 ・「えほんのひろば」を実施してもらうためのさまざまな絵本や面展台、ジョイントマット等 

  の貸出の実施  

[https://www.pref.osaka.lg.jp/o180090/chikikyoiku/osakapageone/ehonhiroba.html] 

 

◆おはなし会の実施 

 ・さまざまなテーマ、年齢の子どもたちに合わせたおはなし会を実施 

 

◆家庭・教育保育施設・図書館等における幼児期の読書推進の取組みに関する事例の普及、発信等 
 

◆府立中央図書館ホームページ「こどものページ」「子どもの読書活動推進のページ」の活用 

・府立中央図書館のホームページ「こどものページ」「子ども読書活動推進のページ」を活用し、 

保護者や教育保育施設職員に対して、司書の知識と経験をもとに集めた魅力的な子どもの本や 

情報を提供 

「こどものページ」① 

〔http://www.library.pref.osaka.jp/site/kodomo/〕 

「子どもの読書活動推進のページ」② 

〔http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/dokusho-katsudo.html〕 

 

◆ブックスタート*２０など、家庭や地域における読み聞かせ活動の支援 

・府の新子育て支援交付金*２１の活用による市町村のブックスタート等の全ての保護者を対象と 

した乳幼児の時期の読書環境の取組支援 

 

 

① ② 

３－７２ 
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◆オーサービジット事業の実施 

・平成２９年度から実施している「オーサービジット事業（学校園への作家訪問）」を第５次計画 

期間中も引き続き実施 

 

◆小学生向けのコンクールの実施 

 ・小学生を対象とした本の紹介に関するコンクールを実施 

 

◆ビブリオバトル大会・研修の実施 

 ・平成２７年度から実施している「大阪府中高生ビブリオバトル大会」を、第５次計画期間中も 

引き続き実施 

 ・各市町村や各学校でも積極的に取り組んでもらえるよう、ワークショップ形式の研修の実施 

 

◆中高生向けの本の POPづくりコンクールの実施 

 ・平成２０年度から府立中央図書館で実施している「本の POPづくりコンクール」を、第５次計画 

期間中も引き続き実施 

 

◆高校生のための図書館講座「LibCo（りぶこ）*2２」等の読書イベントの実施 

 

◆学校図書館（「学習」「情報」「読書」センター機能）活用のための環境整備 

   ・学校図書館の活用や運営体制について、府立学校に対する指示事項、市町村教育委員会に対する

指導・助言事項に記載されている内容の周知 

  ・学校教育現場の教職員に対して、学校における「子どもの読書への関心を高めるさまざまな読書

の取組み」（第３章、４）など、読書推進の取組みに関する研修の実施や好事例の紹介、発信等 

・学校図書館活用のためのリーフレットを作成・配付 

 

具 体 的 方 策 

  また学校に探究学習の方法について調査したところ、小学校では「主に本」、また「タブ

レットと本の両方」が多く、中学校と高校と学年が上がっていくにつれて、「主にタブレット

等の情報機器」を使用していることが分かりました。図書資料の利用率としては２割～３

割程度であり、学校での探究学習において、積極的な図書資料の使用は減少しています。 

こうした課題に対応するために、学校や学校図書館、地域の図書館、地域のボランティ

ア団体等と連携し、子どもたちに読書の『楽しさ』を感じてもらうため、「本を読む楽しさ」

「本で学ぶ楽しさ」「本を伝える楽しさ」の３つの視点に沿ったさまざまな取組みを実施し

ていきます。 

大阪府の府立学校に対する指示事項、市町村教育委員会に対する指導・助言事項（令和

７年度）においても、確かな学力をはぐくむ読書活動の充実として、学校図書館の活用の

ための環境整備と読書活動の推進について記載されています。各学校において、学校図

書館の館長の役割を担う校長のリーダーシップのもと、学校図書館活用のための環境整

備と読書活動の推進を図っていくことが望まれます。 

３－７３ 
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★オーサービジット事業の実施 

・実施目的（令和７年度） 

 作家（オーサー）が、大阪府内の小学校、中学校（義務教

育学校含む。）、高等学校等、支援学校、幼稚園、保育所、

認定こども園、フリースクール、矯正施設、児童自立支援

施設（以下「学校園等」という。）を訪問（ビジット）して、お

話やワークショップを通じて子どもと交流することによ

り、読書に興味・関心を持つ機会の増加を図る。 

［https://www.pref.osaka.lg.jp/o180090/chikikyoiku/osabijitto/index.html］ 

 

★ビブリオバトル大会 

子どもがゲーム感覚で本を紹介しあうビブリオバトルという手法を活用し、大会の開催によって、中高

生が実際に本を手に取って読む機会を増やすとともに、読みたいと思う本に出合う機会を拡充することを

目的に、ビブリオバトルを開催。 

［https://www.pref.osaka.lg.jp/o180090/chikikyoiku/bibliobattle/index.html］ 

 

★大阪府情報活用能力ステップシート 

[https://www.pref.osaka.lg.jp/o180080/shochugakko/jyohokatsuyounouryok/index.html] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪府では、子どもたちが学び方を身に付けるとともに、１人１台端末や学校図書館等、メディアの特

性を活かし、アナログとデジタルを融合させ、多様な媒体や手段から情報を収集したり、適切に活用した

りする力が重要と考え、『情報活用能力』を「学びスキル」「学校図書館活用スキル」「ICT の基本操作スキ

ル」「情報モラル・情報セキュリティ」「プログラミング」に分類・整理しました。 

 

 

 

令和 7年度実施の様子 

◆図書資料を使った探究学習についての教材の配布や研修の実施 

 ・学校図書館等を活用した探究学習についての教材の配布や研修の実施 

 ・大阪府情報活用能力ステップシートの周知と配布 

３－７４ 
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重点的な施策 ３ 多様な子どもたちへの読書活動支援        

令和元（２０１９）年に「読書バリアフリー法」が施行され、全ての国民が等しく読書を通じて文

字・活字文化の恵沢を受けることができる社会の実現が求められました。これに基づき大阪府

でも、基本的な施策の方向性を示し、取組を推進するための指針として、令和３（２０２１）年３月

に「大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画」を策定し、令和８年度３月に

「第２期大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画」を策定しました。 

第５次計画においても、障がいのある子ども一人一人の状況に応じることができるよう点字

図書やデイジー図書、ＬＬブックなどアクセシブルな書籍*2３の整備と、子どもの読書活動に関わ

る支援者の育成を図ります。 

また、府において、日本語指導が必要な児童・生徒数及び言語数は増加傾向にあります。さら

に特定分野に特異な才能のある子どもや、相対的貧困状態にあるとされる子ども、また本来大

人が担うと想定される家事や家族の世話を日常的に行っている子どもたちの存在も明らかに

なっています。 

多様な子どもたちを受容し、すべての子どもたちが読書に関心を持ち、豊かな読書活動が行

えるように、読書支援が必要な子どもの状況に応じてさまざまな機会や環境を整備します。 

 

 

◆多言語えほんリーフレットの作成と配布 

  ・おすすめの絵本や絵本の楽しみ方を外国語（１０言語）で紹介するリーフレットを印刷し、 

大阪府内の各市町村に配布   

 

◆「多言語えほんのひろば」セットの貸出 

 ・「多言語えほんのひろば」を実施してもらうためのさまざまな絵本や面展台、ジョイントマット等

の貸出の実施  

[https://www.pref.osaka.lg.jp/o180090/chikikyoiku/osakapageone/ehonhiroba.html] 

 

 

◆府立中央図書館における子ども向けの点字図書、デイジー図書、ＬＬブック等の充実 

・点字図書、デイジー図書、ＬＬブック等の更なる充実 
 

◆府立中央図書館における多言語で書かれた絵本の充実や、おはなし会の実施 

・現在所蔵している４０数ヶ国の絵本の更なる充実と、それらを活用したおはなし会の実施 
 

具 体 的 方 策 

３－７５ 
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★多言語えほんリーフレット 

[https://www.pref.osaka.lg.jp/o180090/chikikyoiku/tagengo_dokusho/index.html]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０言語（韓国・朝鮮語、

中国語、ベトナム語、フィ

リピノ語、英語、ネパール

語、インドネシア語、ポル

トガル語、スペイン語、ヒ

ンディー語）で作成し、大

阪府内の市町村に配付

しています。 

 

 

◆えほんのひろばや読み聞かせなど、支援が必要な子どもの状況に応じた本との出合いを提供 

・えほんのひろばにおける点字図書や多言語図書の配架 

・府立中央図書館や支援学校等において、手話でのおはなし会等を実施 

 

◆特別貸出用図書セットの充実及び協力貸出の実施 

・多言語で書かれた本、誰もが楽しめる文字なし絵本等の貸出セットを充実し、学校や教育保育 

施設、ボランティア等の団体に貸出を実施 
 

◆障がいのある子どもや日本語指導が必要な子どもに対する読み聞かせ活動の支援 

・府の新子育て支援交付金の活用による障がいのある子どもや日本語指導が必要な子どもに 

対する市町村の読み聞かせ活動の支援 

 

◆子どもの読書活動に関わる支援者に対する研修や講演等の実施 

・支援が必要な子どもの読書活動の現状や課題・方策について、子どもの読書活動に関わる 

支援者に対する研修や講演等を実施 

 

◆図書館利用に困難がある子どもやその保護者に対するサービスを実施 

・図書館利用に困難がある子どもやその保護者に対して、郵送貸出や、アプリケーション*2４・ 

ソフトを利用した対面朗読*２５サービス等を実施 

 

 

３－７６ 
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具 体 的 方 策 

◆OSAKA PAGE ONE 

 ・学校、図書館、その他関係機関及び民間団体と協働して、社会全体に対して、子どもの読書活動

についての関心と理解を深めるとともに、子どもの読書活動を推進する気運を醸成し、子ども

に読書の楽しさと大切さと豊かさを伝えることを目的とし、OSAKA PAGE ONE（大阪府子ど

も読書活動推進普及啓発）を実施。 

・家読（うちどく）*２６やスキマ時間読書の普及 

 

 

 

 

◆学校園等への特別貸出用図書セットの貸出 

・絵本の特別貸出用図書セットの貸出 

・朝読書や調べ学習のテーマ別セットの貸出 

・図書館未設置自治体公民館図書室、地域型保育病院内患者図書室、児童福祉施設、矯正施設

等への貸出支援の実施 

 

◆おすすめ本紹介冊子の作成 

・「だっこでよんで」「よんでよんで」「ほんだな」等の作成 

・部活動や塾などで読書活動の時間のない子どもに対して、短時間で読むことのできる短編本

等を紹介 

 

重点的な施策 ４ 地域の図書館の活用促進、子どもに本を届ける環境整備   
令和６年度大阪府子ども読書調査において、読む本を選ぶ場所として小学生は「学校

図書館（図書室）」、中高生では「本屋」が一番多く、小中高生すべての年代で「地域の図

書館」があまり活用されていないことが分かりました。 

地域の図書館では子どもの読書に関する取組みやイベント、子どもたちが読書を楽し

むための読書活動を幅広く行っていますが、こうした取組みや、地域の図書館の活用方

法を広く周知し、子どもが本とつながる機会を増やすことが重要となります。 

このような課題に対応するため、地域の図書館の活用促進と、子どもの発達段階ごと

の特徴を考慮し、さまざまな場所・状況にいる全ての子どもが「読みたいと思える本」と

出合えるよう、子どもが必要としている本、興味・関心が向くような本が届けられるよう

な環境を充実していきます。 

また学校園においても、子どもたちが読みたい本、調べたいことがあるときに使える

本を届けるために、学校園と府立図書館、地域の図書館の連携に取り組んでいきます。

さらに、教員や司書、ボランティア等、子どもの読書活動に関わる支援者に対して、本に

関する情報や読書手法を届けることができるよう取組みを実施します。 

 

毎月第 1土曜日と日曜日は

「OSAKA PAGE ONEの日」 

図書館へ行こう！ 

３－７７ 
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重点的な施策 ５ インターネット、SNS、デジタル技術の活用  

   
「青少年のインターネット利用環境実態調査」（令和６年度内閣府）結果によると、1日の

インターネットの平均利用時間は、小学生は約 3.7時間、中学生では約５時間、高校生で

は約 6.3時間の利用時間となっています。その利用内容はさまざまですが、全体的に情

報検索や動画視聴、ゲーム等の割合が高く、情報や娯楽を得るためのツールとして、イン

ターネットやＳＮＳ等を使用していることが分かります。こうした子どもたちの読書への興

味・関心が高まるように、インターネット、SNSを活用した取組みをこれからも進めてい

きます。 

またコロナ禍以降、学校でのGIGAスクール構想におけるデジタル端末の導入や、図

書館における非来館による図書館資料の利用、電子書籍への関心が高まっています。府

内でも、子ども向けのコンテンツ*２９を含む電子書籍貸出サービスを導入する公立図書館

は増加傾向にあります。 

◆地域の図書館における読書イベントの実施 

・図書館の魅力を伝えるためのさまざまなイベントの開催 

 

◆ボランティアとの連携支援 

・教育保育施設・小学校におけるボランティアによる読み聞かせ等の取組支援 

 

◆人材育成 

・府内の図書館職員等のスキルアップに役立つ講座等の実施 

・ボランティア養成講座等の実施 

 

◆学校と地域の図書館の連携の強化 

  ・学校図書館支援等、府立図書館や地域の図書館の学校図書館へ本を届けるしくみの強化 

 

◆読書活動支援者に対する読書関連講演や好事例の紹介 

・図書館職員やボランティア等を対象としたフォーラムの実施 

・府立中央図書館における「新刊紹介」講座の実施 

 

◆子どもの読書活動を進めるための情報共有の場を設置 

 ・子ども読書活動の推進に取組む関係各課による子ども読書活動推進会議の開催と大阪府社会 

教育委員会議*２７への報告 

 ・市町村子ども読書活動推進担当者連絡会の開催 

 

◆国際児童文学館*２８の資料展示・イベントの実施 

 ・国際児童文学館が所蔵する国内外の貴重な資料を活用することによる読書への関心を高める 

取組みの実施 

３－７８ 
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◆府の公式 Xにおける中高生向け本の紹介「さあ、本を読もう！」を実施 

・大阪府広報担当副知事“もずやん”がつぶやく府公式 Xでの「さあ、本を読もう！」コーナーに 

おいて、大阪府職員が、主に中高生に向けたおすすめ本を選書し、紹介 

 

◆「さあ、本を読もう！」への中高生からの投稿の実施 

・「さあ、本を読もう！」に投稿機能を加え、新たに中高生からのおすすめ本を投稿できる参加型 

とし、中高生の読書に対する興味・関心を高める取組みを実施 

 

◆大阪府中高生ビブリオバトル大会の動画配信等の実施 

・平成２７年度から実施している「大阪府中高生ビブリオバトル大会」を、第５次計画期間中も 

引き続き実施（再掲） 

・大会の様子を大阪府ホームページで動画配信し、来場できない生徒にも視聴できる取組を実施 

 

◆オーサービジット事業の実施 

・平成２９年度から実施している「オーサービジット事業（学校園への作家訪問）」を第５次計画 

期間中も引き続き実施（再掲） 

・オーサービジット事業の様子を大阪府ホームページで紹介し、学校教育現場におけるオーサー 

ビジット事業の普及を促進 

 

◆「ＹＡ！ＹＡ！ＹＡ！べんりやん図書館」の活用 

・府立中央図書館の中高生（ＹＡ*３１世代）をメインターゲットに図書館の使い方を紹介したウェブサ

イト「ＹＡ！ＹＡ！ＹＡ！べんりやん図書館」において、中高生が読みたい本を見つけられるようさ

まざまなジャンルの本を紹介 

 

◆電子書籍の活用に関する情報収集と情報共有 

・府立中央図書館において、電子書籍の活用に関する情報収集及び府内市町村図書館との情報 

共有並びに無料コンテンツを紹介 

 

◆DXにおける先進図書館の情報収集と情報共有 

 ・DXにおける先進図書館の情報収集及び府内市町村図書館との情報共有 

具 体 的 方 策 

府立図書館において、電子書籍の活用に関する調査・検討を行うとともに、無料コンテン

ツの紹介等の取組を進め、より良い読書環境が整備されることをめざします。そして学校図

書館や図書館のDX（デジタルトランスフォーメーション）*３０についても研究を進めていき

ます。 

３－７９ 
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第８ 生活の場ごとの役割と取組み例 

 

  （１）家庭 

  子どもの読書活動については、家庭が大きな役割を担っています。子どもにとって最も身近な存

在である保護者が配慮・率先して「子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的

な役割を果たすこと」（推進法第６条「保護者の役割」）が求められています。 

  『子どもの生活と学びに関する親子調査』（2023年、東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総

合研究所による共同実施）によると、幼少期の読み聞かせや早期の読書習慣の形成がその後の読書

行動に大きく影響していることが指摘されています。蔵書数が多い家庭の子どもや、本を読む大切

さを伝えている保護者の子どもほど、読書時間が長いことが明らかになり、また同じ子どもを７年

間追跡した結果では、入学前に読み聞かせをたくさん受けていた子どもたちのグループは、そうで

ないグループと比べて、中学生までずっと読書時間が長いという結果が得られました。さらに、早い

段階で読書習慣を身につけた子どもは、その後も長い読書時間を保つ傾向があることもわかりまし

た。 

こうしたことから、できるだけ早い時期に家庭で読書習慣を身につけることが重要であることが

分かります。 

  令和６年度に実施した『大阪府子ども読書活動調査』では、子どもに対しての絵本や本の読み聞

かせをほとんどの保護者が実施しており、保護者においても乳幼児の時期を中心に、子どもへの本

の読み聞かせは大事だと感じている家庭が多いことが分かりました。 

  子どもの読書活動は、日常生活を通じて形成されるものであり、前述した調査結果においても、

できるだけ早い時期に家庭で読書習慣を身につけることが重要であるとあります。早い時期に読書

習慣を身につけるためには、乳幼児の時期から日常生活の中で本に親しむ機会が提供されているこ

とが必要です。このため、家庭においては、子どもの身近な場所に本を用意したり、読み聞かせをし

たり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館や本屋に出向くなど、工夫して子どもが読書に親しむき

っかけをつくることが重要です。 

また教育保育施設や地域の図書館、ボランティア団体等も、早期の子どもの読書習慣の形成のた

めの取組みを、進んで実施していくことが求められます。 

そして、読書活動の機会の充実及び習慣化を図るためには、保護者自身も本に親しみ、読書に対

する興味・関心を引き出すよう働きかけることが望まれます。 

 

○保護者の子どもに対する読み聞かせ 

 

57.7%

24.8%

6.6%

31.7%

43.9%

15.2%

7.6%

23.6%

37.4%

1.5%

6.1%

39.1%

1.4%

1.3%

1.5%

0.1%

0.3%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校入学前

小学校低学年

小学校高学年

よく読んだ ときどき読んだ あまり読んでいない 全く読んでいない 覚えていない 無回答

（n=4,452)

（大阪府教育庁「令和６年度大阪府子ども読書活動調査」） 

３－８０ 




